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1 昭和 59年 6月 25日(月曜日)午前 10時

1 館山市役所議場

1 出席議員 2 5名

1番 神田 守隆

3番 山中金治郎

5番 川名 正ニ

7番 榎本 春光

9番 福原 勤

1 1番 飯田 義男

、
1 4番 伊藤幸太郎

1 6番 松下 正己

1 9番 黒川 平治

2 2番 林 豊

2 4番 流山源次郎

2 6番 石井 正

2 8番 安揮 徳頼

1 欠席議員 2名

1 3番 石井 昌治

1 出席説明員

2番 田沢 勝{言

4番 日下 君敏

6番 生稲 陸

8番 小宮 利夫

1 0番 横 溝 功

1 2番 石井 謀

1 5番 渡辺 昭夫

1 7番 近藤 好雄

2 0番 石井 武敏

2 3番 伊賀 多朗

2 5番 五十嵐 昇

2 7番 安西 益男

2 1番吉田勇治郎

第 1号 lζ助役を加え、選挙管理委員会委員長、選挙管理委員会事事局書

記長、監査委員、監査事務局長、農業委員会会長、農業委員会事務局長を

齢〈

1 出席事務局職員

第 1号 lと同じ

1 議事日程(第 2号}

昭和 59年 6月 25日午前 10時開議

日程第 1 行政一般通告質問

開 講午 前 10時 o2分

。議長(石井 正君) 本日の出席議員数 24名、乙れより第 2園市議会

定例会第 2日の会議を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
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本日の議事はお手元lと配付の日程表はより行います。

行政一般通告質問

。議長(石井 正君) 日程第 1、乙れより通告による行政一般質問を行

います。

締め切り日の 6月 20日正午までに提出のありました議員、要旨及びそ

の噸序はお手元lζ 配付のとおりであります。

乙れより頼次質問そ行います。

乙の際、申し上げます。通告質問者は以上のとおりであり、他に関連質

問等の発言もあろうかと思いますが、本日は通告者のみといたします。

発言の方法は、最初の発言を 20分以内とし、執行当局の答弁は時間外、

再質問は答弁を含めて 30分以内といたします。

乙れより頗次発言会顕います。

7番議員榎本春光君。御登壇顕います。

( 7番議員榎本春光君登壇) (拍手)

07番(榎本春光君} 私は、今定例会におきまして、諸先輩のお許しを

得て、すでに通告しでございます次の 3点の問題につきまして市長さんの

お考えをお聞かせいただきたく、質問を申し上げます。

1、企業{株式会社エヌ・エム・ピー・セミコンダクター}の館山市へ

の進出問題について、 2、水道行政について、 3、広報、公聴の乙とにつ

いて、以上の 3点であります。

まず、第 1点の先端産業エヌ・エム・ピー・セミコンダクターの進出問

題についてでありますが、先端技術産業はいまや時代の花形として脚光を

浴び、かつての鉄鋼、重化学など基幹産業であった基礎素材産業にかわっ

て、乙れからのわが国の産業の主役になろうとしている趨勢でございます。

千葉県は新産業三角構想により幕張、上総、成田の 3点を拠点lζ学術、

研究、開発を指向しており、わが館山はこの構悪から完全に取り残され、

県関係者の識によれば乙のような構想、あるいは事業策定が行われるとし

ても館山市域は昭和 75年以降になるであろうとの乙と。そんな折、降っ

て涌くがごときミネベア株式会社が申心となった株式会社エヌ・エム・ピ

ー・セミコンダクターの建設計画が出されました。
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千葉県新産業三角構想から完全にはずされていた館山市へ先端産業がと

全く意表をつかれた県は寝耳に水のたとえできわめて駕樗しているとの乙

とであります。

ミネベア株式会社は、工場候補地を全国的lζ 調査した結果、館山市の山

本地区が最適な条件が備わっていると断定し、国土開発株式会社に用地取

得や造成を依頼したそうであります。

新会社ヱヌ・エム・ピー・セミコンダクターについて触れてみますと、

一部上場のミネベア株式会社が中心となり、日本エンタープライズディブ

ロップメント株式会社、日本合同ファイナシス株式会社、日本イレベスト

メントファイナンス株式会社及び銀行 7行とその他の株を募り、当初資本

額 25億円、授権資本額 100億円の大型株式会社で、大規模集積闇路の

生産を目的とし、当初月産 20万個でスタートし、最終月産 100万個と

する計画であると聞いております。

製造技術は、ミネベアの趨精密ベアリングの大量生産を通して培った趨

精密加工技術を駆使し、販売面では超精密ベアリングのユーザーのほとん

どが LS 1のユーザーであると乙ろから、圏内は申すに及ばず欧米諸国に

ある約 60 0 0社のミネベアの既存先をカバーするミネベアの販売網を活

用するとの乙とであります。

乙の企業の立地決定要因は、用地、労働力の確保、周辺の自然環境など

の立地条件のよさを第 1位とし、次いで優遇策、地元の熱意などを挙げて

おります。

各県においては、県が中心となり、あの手乙の手で鏡って先端産業誘致

に狂奔しておりますととは、無公害でかつての工場のイメージとは 180

度転換した森や公園の中でなければいけないという乙と、言いかえれば空

「。 気のきれいな場所でなければ工場の存立が不可能な乙とであります。

〆
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電電公社の宇宙衛星通信所が佐野の山lと建設された乙とは、あの場所が

日本で一番電波の通りのよいととで建設されたと灰閉しております。電波

の通りがよいという乙とは空気がよい乙とで、電波障害の一因となるちり

が少ない乙との証でもあります。

また、優遇措置の著しいものを挙げますと、富山県には村田製作所とい

う電子部品メーカーが進出したとき、工業用地割り引き制度一一一51年度
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に制定一一ーを準用いたし、譲渡価格を 20%割り引き、

ーチェンジに近い用地を提供しました。

富山市も、商工業振興条例に基づき用地取得助成金 1億円を交付いたし

しかも北陸イ νタ

ました。

石川県は、 58年 4月全国初の先端産業等立地促進条例をスタートさせ、

先端分野の企業が県内促進出する際に 3億円以上の資本投下で 20人以上

を新規雇用する乙とを条件lζ最高 10億円を限度lζ投下資本の 10%以内

で助成するという超大型助成策金打ち出したと乙ろ、条例スタート後わず

か 2ヵ月で小松村田製作所が進出を決めたそうであります。

乙のほかに、北海道では法人事業税相当分を 3年分にわたり補助してお

るそうでございます。

千載市の新条例は、固定資産税相当額を 3年間補助するという優遇策が

エスカレートしております。

考えますのに、乙のような織烈な競争のさなかにエヌ・エム・ピー・セ

ミコンダクターの進出であります。進出問題が一石投じられますと、水の

問題、公害の問題がかまびすしくなってまいります。私は、 50年か 10 

0年に 1度あるかなしかわからない乙の千載一遇のチャンスを失ったら、

館山は再び浮損する機会を失い、今後乙のような先端技術産業誘致は絶望

的となり、覆水金tζ返らずのたとえとなりそうな感を探めるのであります。

子や孫に雇用の機会を与え、明るい豊かな館山を残すためにも、ぜひとも

誘致する乙とが賢明の策と思慮いたしました。

それには、何としても先進地を乙の目で、乙の足で調べて理解しなけれ

ばと考え、同志と計りましたが、たまたま私日程の都合上出張できなかっ

たため、二人の同志lζ わが意を託したのであります。宮崎県清武町から帰

った闘志のお話から、無公害の工場であるので一日も早く間企業の進出の

受け入れ体制を整え、さらにその波及的効果をも考慮し、誘致策を促進し、

館山市を活性化すべきであるとの結論に遣しております。

調査内容については、市の担当課に提出しでありますので、割愛させて

いただきます。

そ乙で、市長さんも当該企業の進出lとは賛成、協力の御意向であるとの

乙とは、過日の議員全員協議会での御発言によって理解いたしております
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が、さらに行政の総力を挙げて、さきに申し上げました富山県、石川県、

北海道とまではいかなくとも、助成、補助、あるいは優遇措置を積極的に

講じられる御意思がおありかどうか、乙の点をお伺いいたします。

次lと、第 2点の水道行政についてでありますが、去る 6月 10日付の新

聞に「給水 朝 1固だけに 三芳水道企業団水不足さらに探刻化Jという

4段抜きの大見出しで報道されました。

「館山市北部地区と富浦町、三芳村の水不足で、岡地方の約 60 0 0世

帯tζ 朝夕 2回の時間給水に制限をしている三芳水道企業団は、 6月9日午

後緊急対策会議を開き、 11日からさらに制限を厳しくし、午前 6時から

同 8時までの朝 1回給水を決めた。一方、館山市営水道も同日から大口使

用者への給水制限金決めており、安房地方の水不足は一段と深刻になった。

三芳水道企業団によると、去る 6月 6日から実施した第 1次給水制限一

一乙れは朝夕各 2時間給水一ーによっても 20 0 0 t;..前後の使用量があり、

予想していた 15 0 0 t;..以下を大幅に上回っている。乙のため水がめであ

る増間ダムが満水時 52万~の水量が 9日夕で 3万 10 0 0 t;..と満水時の

696を切り、有効貯水量はわずか 15 0 0 t:，。館山市営水道から日量約 7

o 0トンのほか 6月 16日から朝夷水道企業団一一乙れは千倉、和田、丸山

の 3町に給水一ーから日量約 50 0 t:，の給水援助を受ける乙とになってい

るが、乙のまま朝夕 2回の給水を続けると 10目前後で断水せざるを得な

〈なり、第 2次制限に踏み切る乙とになった。

給水制限の強化のため 6月9日三芳村では有緯放送で、館山市や富浦町

では広報車 2台高台出して住民への広報に大わらわだった乙と。

一方、館山市の作名ダムは、満水時 63万~も 6月 9日現在 22万 70 

o 0ら、満水時の 36%にまで減ったため、市営水道は 6月 11日から学

授、デパート、工場、ゴルフ場など年間使用量 30 0 0 t:，以上の大口使用

者合計 61カ所に対してパルプ調整による 50%の給水制限を行い、また

同日までに小、中、高校などの学校、計 15校l乙節水パッキン 20 0 0個

を取り付けるなど、同市営水道は館山市内の約 1万 15 0 0世帯、 3万 8

800人民日量 1万 20 0 0 t:，の飲桝水を給水しており、作名ダム一一乙

つ れは全体給水量の 44%と山本地区などの地下水、同 56%が水源一一一大

r ロ使用者への給水制限で 1日約 30 0 t;..の節水を期待している。 Jと結ん
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でおりました。

私は、この記事を読んだとき、三芳水道企業団の体質の脆弱さと朝夷水

道企業団の友情給水lζ感激を覚えると同時に、このまま空梅雨にでもなっ

たら夏の水対策はどうなるであろうかと心胆lζ寒さを賞えたものでありま

す。幸いにして、去る 6月 13日の雨は館山地方に 10 5 l，)の恵みの水を

もたらしましたので、一息ついたと存じております。

世界的に異常気象が続き、アフリカの大干ばつ、北アメリカの異常熱気、

日本も降水量不足の異常が続いております。

水道行政の常識は、ある程度の異常気象を予測して水資源確保に努めて

いると思いますが、館山のように高い山がなく集水面積が限られ、しかも

植林が人手不足と経済効果などで思うにまかせないとするならば、集水面

積をさらに狭小にしているかと存じます。

水資源を十二分に確保するためには、安房郡市という大局的な立場lζ立

って嶺岡山系や鋸山山系の比較的高い山のある地方に水資源を求め、安房

郡市広域消防のように広域水道企業組織をつくり水資源確保に努め、各地

にある水道事業を一本化する乙とが焦眉の急であり、そうする乙とによっ

て水道行政の効率も上がり、共存共栄の道がおのずから開けるものと考察

いたします。乙の乙とは、一朝一タにしてはならないにしても、長期構想

を策定したらいかがなものでしょうか。市長さんにお伺いいたします。

次tζ 、第 3点の市の広報、公聴の乙とについてでありますが、市の情報

伝達の媒体として広報、回覧、スピーヵーによる緊急移動広報、掲示板な

どがあります。広報は月 1回、回覧は月 2回配布並びに回覧されておりま

すが、その伝達速度がときには緩慢なため情報がきわめて遅れて届いたり、

回覧されたりする乙とがあち、困ると灰聞しております。

乙の情報伝達方法はかなり長い年月採用され、依然として現方法に安住

している感は否めません。回覧板は戦時中からの所産でありまして、回覧

には瞬間士の親近感やコミュニケーションを通わせる副次的な効果、すな

わち歌の文句lともありますとおり、教えられたり、教えたりの効果は高〈

評価してよく、現代の核家族といわれる時代背景の中ではその必要性を十

分感じますが、スピードアップlζ対する難点がむしろ相乗効果を希薄にし

ておると思います。むしろ市民はマスコミの媒体によって情報をキャッチ
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しているのが現状のようであります。

構の鴨川市では、月 3回タブロイド版で 1目、 15日、 30日lと広報を

発行し、しかも新聞折り込みのため配布速度はきわめて早く、 1戸lζ1枚

のため権利と義務を忘れる乙となく遂行する乙とができます。さらに、放

送施設を利用して風浪警報などを流して、市民lζ 警告を発してサービス l乙

努めているようであります。県報も新聞折り込みを行っております。

かかる現状から考察したとき、また情報のスピードアヲプ化と媒体の多

模化が進んでいるとき、旧態依然とした伝達方法はいささか疑問を差しは

さむ者は私一人ではないと考えるものであります。

また、紙にも表と裏がありますように、広報と公聴は表裏の因果関係に

ある乙とは御周知のとおりであります。公聴については市長への手紙なる

制度があったゃに聞き及んでおりますが、現況はどうなっているのであり

ましょうか。そして今後の公聴活動施策についてお聞かせいただきたくお

伺いいたします。

以上、 3点について質問いたしましたが、御答弁によりまして再質問を

させていただきます。

(市長半揮良一君登壇)

。市長(半津良一君} 榎本議員の御質問にお答え巻いたします。

第 1点、企業一一ーすなわちエヌ・エム・ピー・セミコンダクターの館山

市への進出問題についての御質問でございますが、今回の企業進出計画に

あたりましては、格別な御理解と御協力をいただいております乙とをまず

感謝申し上げます。

御案内のとおり、最近の産業構造は京葉工業地帯の例に見るような重工

業生産構造ではなく、先端技術産業のいわゆる公害のないクリーン産業へ

E と大きく移り変わりをしているわけでございまして、全国の各都道府県lζ

E おきましでもそれぞれこれら企業に対する優遇措置を講じてその誘致をし

ま ていると乙ろでございます。

、 本県lζ おきましても、昭和 56年千葉県立地企業補助金交付要綱を定め

十 まして、千葉県新産業三角構想に見られますように研究開発機能の拠点及

レ びクリーン産業の誘致を優遇措置を講じまして積極的に努めているととろ

チ でございます。
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また、当市におきましては、特別具体的な優遇制度はございませんけれ

ども、でき得る限りの便宜を図って乙の実現の促進lζ 努めてまいりたいと

考えております。

第 2点、水道行政についてでありますが、御承知のとおり県南部は水源

の乏しい地域でございます。したがいまして、河川を利用し、それぞれダ

ム一一一水道用とか農業用とかございますけれども一一一ダムがつくられてい

るわけでございます。そ乙で、県北地域のように広域水道の事業は進んで

いないのが現状でございます。

水道事業の広域化は、圏、県でも進めているところでございますし、広

域化する乙とにより水資源の有効利用や重複投資が避けられるなど利点が

多く、望ましい乙とだと考えております。

しかしながら、安房郡市内では水の需給の逼迫していると乙ろや十分な

ところもございますし、料金の格差の乙ともございまして広域化はなかな

かむずかしい状況下にありますけれども、でき得る限り近瞬事業との統合

を進め、最終的には県水道との一本化へ発展させるべきだと考えております。

当面、市といたしましては、朝夷水道との分水や三芳水道との共同水源

の開発など検討をいたしていると乙ろでございます。

第 3点、広報、公聴についてでございますが、まず、広報はっきまして

は、市政と市民を結ぶパイプ役として毎月 15日に 1回、回覧は 1日と 1

5日の 2回発行をいたしております。

配布はっきましては、各町内会長、区長さん等を通じまして、お願いを

していると乙ろでございますが、御質問のように配布速度のスピードアッ

プには新聞折り込みの方法も考えられ、過去に検討もいたしましたが、そ

の問題点として、新聞をとっていない家庭への配布、数社の新聞をとって

いる場合の重複配布、さらには印刷部数の増加、折り込み斜による経費の

増大などが考えられるわけでございます。

乙のように、総合的に考えますと、いろいろ問題点もございますので、

現在の方法で町内会長さん、区長さんの御協力を得まして、できるだけ早

く市民の皆さまのお手元にお届けできるよう努力をしてまいりたいと考え

ておりますけれども、御指摘の点につきましてさらに検討いたしまして早

期に配布されるよう努力してまいりたいと考えております。
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次lζ 、公聴についてでございますが、市民の声を市政lと反映させるため

5 6年度におきまして市長へ手紙を出す月間を設け実施いたしましたが、

現在は特に月間を定めているというのではなく、年聞を通じまして市政lζ

対する要望や御意見等があればいつでもお聞きするという体制でございま

して、広報の市民の広場の欄でも意見、投書欄を設けているところでござ

います。今後におきましでも乙のような体制を続けてまいりたいと考えて

おります。

以上、答弁を終わります。

07番{榎本春光君) ただいま市長さんの当該企業進出についてのお考

えをお伺いいたしました。さらに、関連質問といたしまして次の 3点をお

伺いいたします。

その 1点は、当該企業の進出計画が館山市当局はいつごろどのようなふ

うにもたらされたのでございましょうか。乙の点をお聞かせいただきたい

と思います。

。 2点目、乙れもまたきわめて重要な問題である関係地区民の方々の不安

解消、あるいは協力方を得るために、さらに探〈踏み込んで乙のような問

題のよい解決のために積極的にしかも不断の御努力をいたされるお考えと

いうか、お覚悟がおありかどうか、市長さんはお伺いいたします。

' ， 

り

3点目、現段階では必要量の取水をしても水源は大丈夫であるとの ζ と

でありますが、仮にもし水位の著しい低下とかあるいは枯渇したような場

合、市としてはどのような対応をされるのか、市長さんのお考えをお尋ね

いたします。

大きな第 2点の水道の問題でございますが、広域水道につきましては、

国や県が推奨しているとおり広域化することによりまして水資源の有効利

用や重複投資が避けられるなどの利点が多々あるわけでございます。そ乙

で、利点のある方法をやらない手はございません。さらに水資源の優劣や

現金等のネックを乗り越えて安房郡市一本化へと進め、県水道との直結を

手 めざすような方策をお考えいただきたいと存じます。

え 現在、神余lとダム建設のお話を聞いておりますが、むしろ広域水道の手

早 始めとして三芳水道との共同水源の開発を実現化させる乙とが先決ではな

いかという気がいたしますが、市長のお考えはいかがなものでございまし
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ょうか、率直な御意見を重ねてお聞かせいただきたいと思います。

以上でございます。

O市長{半揮良一君) 第 1の質問に関連しての再質問でございますが、

企業の進出についてはいつごろどのような話があったのかという乙とでご

ざいますが、本年の 1月の末lζ 日本国土開発を通じまして進出の話がござ

いました。

第 2点、私の決意といいますか、考え方という御質問でございますが、

先ほど榎本議員の御質問の中!ともありましたように、われわれは先祖から

受け継いだ乙の土地を子孫lζ 一一弓子供や捺たちに、あるいはさらにその子

供たちは誇りを持って伝え得るようなそういう郷土をつくりたい、そうい

うように常々考えていると乙ろでございまして、そういう立場から乙の企

業の進出は館山市将来の発展のために、子孫iと誇りを持って伝え得るよう

な館山市をつくるために非常に有益な企業である、有力な企業であるとい

うふうに考えますので、積極的に進める覚悟でございます。

次lζ 、水の問題でございますが、乙の点lζ 関しましては、先般の全員協

議会でも説明がございましたが、私どもといたしましては常に適正揚水量

を越えないようにその監視体制を十分整えまして、枯渇を生じないような

水の取水をしていきたい一一いくように企業に努めさせます。そういう意

味で枯渇をするという乙とは考えられない乙とでございます。

次lζ 、水道問題でございますが、乙れにつきましては、先ほど御答弁で

も申し上げましたように広域化というのはなかなかむずかしい問題でござ

いますので、長期的な構想といたしましては県水道に一本化するととが望

ましいわけでございますが、当面朝夷水道の分水や三芳水道との共同水源

の開発などを検討いたしていると乙ろでございまして、御説のような方向

で努力をいたしたいと考えていると乙ろでございます。

01番{榎本春光君} 大きな第 1点の方でございますが、乙の問題は館

山市将来の活性化lと向けての大きな糸口ともなるべき重要な事柄と存じま

す。格段の御配慮をお願いいたしまして本件については終わりたいと思い

ます。

また、広域水道の乙とについてでございますが、乙の件はっきましては

特に再質問申し上げました乙とについて御検討いただき、その実現化lζ 向
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かつてお取り組みをいただく乙とを強く要望いたしまして、本件lζ 関する

質問を終わります。

なお、広報、公聴のことにつきましては、御答弁lとより市のお考えがわ

かりましたが、現在の方法で続けるという乙とも結構でございますが、遅

くて困るという声もある乙ともまた事実であります。さらに方法について

も御研究いただいてよりよい方策を講じていただくよう要望いたします。

以上をもちまして、私の質問をすべて終わります。

0議長{石井 正君) 以上で 7番議員君の質問を終わります。

次、 1番議員神田守隆君。御登壇願います。

( 1番議員神田守隆君登壇)

01番(神田守隆君} すでに通告をいたしました諸点についてお尋ねを

いたします。

まず、第 1点は、半導体工場の進出陣題につ Vてでございます。

わが覚は、企業誘致については住民の利益を守る乙とを第ーに考えるべ

きで、地元の産業振興と住民生活の向上に真に役立つものである乙とが必

要であると考えています。乙うした立場を徹底するために企業誘致に当た

っては 1、悪い蛍働条件を持ち込まず、地元の雇用を増やす乙と、 2、軍

事利用をせず、平和産業、無公害産業である乙と、 3、地元の産業発展lζ

プラスになる乙と、 4、地方財政に過重な負担を負わせない乙と、 5、進

出企業は閉鎖、撤退にあたっては住民、自治体と事前協議をする乙となど

を守らせる乙とが必要だと考えています。

乙うした視点から、今回のエヌ・エム・ピー・セミコンダクタ一社の半

導体工場の進出は幾つかの問題点を抱えていると指摘せざるを得ません。

量元の産業振興と住民生活の向上に真に役立つものであるかどうかが検討

されなければなりません。市長は今回の乙の半導体工場の進出について基

I 本的にどのように考えているのか、その考え方をお聞かせください。

第 2点は、工場進出 lζ 当たっての公害や環境汚染の問題についてであり

、 ます。

半導体生産の先進地アメリカ・カリフオルニア州の通称シリコンパレ-

Z 一帯では、半導体企業による公害や環境汚換が次々と明らかになっていま

適 す。半導体産業はクリーン、無公害ど乙ろか大変に危険な有害化学物質を
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多量lζ 使われることが知られています。わが国においても乙うした申にあ

って先端技術産業は無公害との乙れまでの考え方を変更し、環境庁におい

ては先端技術による環境汚染未然防止の指針づくりに取りかかるとしてい

ます。半導体産業は決して無公害産業ではありません。先端技術産業であ

る半導体産業の公害や環境汚染問題は、文字どおり最先端の公害であり、

環境汚染の問題であります。市の対応策は当然最先端の対応策でなければ

なりません。市長は半導体工場の公害や環境汚染についてどのように考え

ているのか、市の対応策は何なのかお聞かせを願いたいと思います。

次lζ 、第 3点、 1日 30 0 0らという大量の地下水の取水の問題につい

てであります。

館山地区の地下水源lと関する調査は乙れまでもたびたび行われてきまし

たが、昭和 40年lζ 工場適地調査の一環として工業技術院地質調査所の調

査が行われています。乙の報告書によれば今回の工場進出の予定地区山本

地区などを含む豊房層の分布地域の地下水については次のように述べてい

ます。

「乙の地層からは、多少の地下水が得られるが、特にまとまった量の地

下水を乙れに依存する乙とは困難である。被庄地下水として自噴する水頭

を持っているが、帯水層の規模、性質から見て、乙れをポンプアップする

ときは水位降下が大きく、また周辺への影響が大きい性質を持っている。

乙の地層では井戸 1本当たりの揚水可能量が少なく、せいぜい数 100立

米/日以下である。 J

乙の報告からは、日 30 0 0九もの地下水の取水は不可能とも言うべき

で、周辺地域lζ大きな影響を及ぼす乙とが考えられます。市は乙うした危

険はないと考えているのか、それへの対策を市はどのように考えているの

か、お聞かせを願いたいと思うわけでございます。

第 4点、雇用問題についてであります。

工場進出のメリヲトは、新たな雇用の場をっくり出す乙とはあります。

工場進出に期待する市民の声も乙の点にあると言っても過言ではありませ

ん。従業員数は当面 170名、将来 500名とされていますが、市民にと

ってはどのような職種にどれくらいの勤め口があるのかはっきりいたしま

せん。日本電気の我孫子事業所は同社の最新鋭工場でありますが、本事業
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所 32 0 0人、関連企業 13 0 0人のうち、地元出身者はわずかに 100

人ぐらいでしかなく、地元舎がっかりさせているという実例もあります。

今回の企業進出にあたって地元の雇用はどのような職種にどれくらい見込

めるのか、市の考えをお聞かせいただきたいと思います。

次lζ 、大きな第 3点、国道 127号バイパス工事と那古小学校前の交通

安全対策についてお尋ねいたします。

バイパスの工事が進行中でありますが、この道路予定地は那古小学校の

近くを通過するわけで、乙の間の工事期間中はかなりのダンプカーの通行

がありました。今後の工事においても引き続きかなりのダンプヵーの出入

り色あると思われます。工事にあたっては小学生や幼稚園児などの通学、

通商の安全を介助する乙とは大事な乙とと思います。通学、通園時間帯に

おける工事ダンプの出入り制限、交通安全対策員の配置など必要な安全対

襲をとるべきと思われます。工事期間中の安全対策について市はどのよう

に考えているのか、お聞かせを願いたいと思います。

また、那古小学校付近は、船形方面から見た場合、下り坂のゆるいカー

ブとなっており、県道と交差をいたします。バイパスは幅員が 26mもあ

り、道路が完成するとかなりの交通量が予想されます。子供たちの通学路

の安全対策上は自転車でも渡れるスロープのある歩道橋が必要ではないか

と思うわけでありますが、市としては道路完成後の安全対策についてどう

する考えなのか、お聞かせを顕いたいと思います。

最後に、大きな第 3点、城山下の養護老人ホームの跡地の有効利用につ

いてお尋ねをいたします。

老人ホームは湊l乙移転をし、その跡地はさら地となっており、かなり広

いまとまった土地となっております。現状はガラスやコンクリ片などが散

逸しており、立ち入り禁止の市の看板が立っています。市は乙の土地の利

用についてどのように考えているのか。また、当面子供たちが自由lζ遊べ

る場所とするため敷地内の整備を進めではどうかと思うが、乙の点につい

てのお考えをお聞かせを願いたいと思います。

以上、大きく 3点にわたって質問いたしましたが、御答弁はよりまして

再質問をさせていただきます。

(市長半揮良一君登壇)
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。市長(半揮良一君) 神田議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点は、半導体工場進出問題についてでございますが、小さな

第 1点、半導体工場進出問題について市長の基本的な考え方金問うという

御質問でございますが、今回の企業進出計画にあたって大きな課題といた

しましては水の使用量、排水基準等の影響、さらには地元住民の方々の理

解という乙とで慎重に検討を重ねてきたと乙ろでございます。

もちろん、本企業進出によって市民生活に重大な悪影響が絶対にあって

はならないというのが基本でございますので、これら関連事項を含めて先

進地の状況、さらには先般御報告申し上げました専門家による植生、地下

水、工場排水にわたる環境アセスメントも実施をいたしたわけでございま

すが、その総合的な結果、環境関係の影響はないという結論でございます

が、さらに県の指導によりまして万全を期していきたいと考えております。

なお、地元山本地区についても、先進地視察等の結果、無公害の工場施

設であるという地元の方々の報告もいただきましたので、ぜひ乙の実現を

積極的に行い、地域振興を図ってまいりたいと考えているわけでございま

す。

次lζ 、小さな第 2点、公害や環境汚染の危険はどうか、市の対策は何か

という御質問でございますが、公害や環境汚染が絶対にあってはならない

乙とはいまさら申し上げるまでもない乙とでございます。過去の高度経済

成長の時代に起きた企業公害からの厳しい反省の申で、企業はもちろん国、

県、地方自治体、さらに加えて地域住民の関心度は私どもが想像する以上

厳しいものがある乙とは御承知のとおりでございます。

特lζ 、本県では国の定めました水質汚濁防止法による排出基準をさらに

上乗せした基準を設けまして、非常に厳しい管理制限を設けているととろ

でございます。当市といたしましては、市民の方々の不安解消と合わせて

万全を期する意味で法的提出義務のない環境アセスメントの調査も専門技

術者に委託し、提出するよう行政指導も行っていると乙ろでございますが、

さらに今後は乙れら調査の内容を細かく分析をしながら、県の指導を受け、

管理体制等も十分行ってまいりたいと考えているところでございます。

次lと、大量の取水は周辺地域lζ影響を及ぼさないか、市の考えはどうか

という御質問でございますが、当面の取水は 10 0 0 t;，、 2年後の本格的
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、

操業時には 30 0 0 t:-という計画を企業は持っているようでと、ざいます。

先般、御報告申し上げました地質調査コンサルタントの環境アセス調査の

結果は、 20 0 0 t:-程度の適量取水であれば他lζ影響を与えないという結

論でございますのしたがいまして、周辺地域に影響はないと考えておりま

す。

なお、適量取水を図っていくための具体的対策については、観測井戸を

設置するなど県の指導のもとに万全を期してまいりたいと考えております。

次lζ 、小さな第 4点、地元からの雇用はどのような職種にどのくらい見

込めるかという御質問でございますが、企業による具体的事業計画がよう

やく出てきたという段階でございますので、正確に具体的な地元雇用は何

名という乙とはまだ確定していないようでございますが、企業側の計画で

は本年 12月ごろ 30歳以下の男子約 20名、明年 3月高校新卒者を主と

して 100名程度を地元から採用したいという乙とでございます。職種と

しては事務系が若干名、ぞれ以外は技術系一一乙れは高度の技術者は除く

という乙とでございますが、ぞれ以外は技術者という乙とでございます。

大きな第 2点、国道バイパス工事と那古小学校前の交通安全対策につい

てでございますが、その小さな第 1点は、工事期間中の交通安全対策につ

いての御質問でございますが、御案内のように本工事は建設省関東地方建

設局千葉国道工事事務所が事業主体となり工事を実施しているものでござ

いますが、市では工事の着工前の打ち合わせの際、交通安全対策としてダ

ンプの出入り口ヘガードマンの配置、通学、通園の時間帯は可能な限り困

置するよう業者へ指導いたしました。

さらに、工事現場の安全対策として、バリケードの設置、危険な場所の

表示、安全の巡視等の申し入れをし、そのとおり実施していただいており

ますが、乙れから工事する場合にも問機な申し入れをし、安全を確保する

よう考えております。

小さな第 2点は、完成後の交通安全についての御質問でございますが、

軍吉地区の県道との交差点については、建設省が道路の計画決定する際、

千葉県公安委員会並びに千葉県と交差点処理について協議が重ねられた結

果、交差点内の車道のルートや信号機により処理する乙とが決定したもの

でございますから、市としては現時点ではそれ以上のものは考えておりま
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せん。

次lζ 、大きな第 3点、老人ホーム跡地の有効利用についてでございます

が、当該地は本年 5月、社会福祉法人館山市老人ホームから取得したもの

でございます。跡地の利用はっきましては今後市街地整備事業を初め各種

公共事業を推進していく過程におきまして代替地の要望も予想されますの

で、それらへの利用も含めて有効に活用してまいりたいと考えていると乙

ろでございます。

以上、答弁を終わります。

01番(神田守隆君) 企業の進出問題についてお尋ねをいたします。

市長さんは、公害は絶対にあってはならない、乙ういうお話であります。

私も当然公害というのは絶対にあってはならない乙とだと思います。それ

だけに市民の関心也大変はこの問題については強いという乙とに理解する

わけでございます。

過日の新聞報道等によりますと、アメリカの半導体の先進地であるシリ

コンパレ一、乙の一帯では、井戸のうち一一一13カ所のうち 8ヵ所でトリ

クロルエチレン、トリクロルエタン、ジクロルエチレシ、乙のような化学

物質が大量に混入していた、カリフォルニア州の当局では周辺住民にその

水について飲まないようにという警告を出した、乙ういう乙とが報道され

ている。

当然、今度の半導体の工場にあっては地下水を利用する、しかも半導体

工場ですから乙うした化学物質を大量に利用する、乙の乙とについては当

然予想きれる乙とではないかと思いますが、いかがお考えですか。

。市長公室長(斎藤武男君) ただいまのシリコンバレーの関係でござい

ますけれども、新鶴報道lζ よれば一一一5月 11日の夕刊でございますけれ

ども、そういった事実があったようでございます。乙れもいわゆる建物の

管理が不十分なためにタンクからそれらが流れまして、そういうような事

実があったという乙とでございますけれども、日本では環境庁、あるいは

通産省の段階ではそういう事実はない、報告を受けていないというのが日

本での実情でございます。

日本の中では 85の企業が全国にそれぞれ操業しているわけでございま

すが、さらに従業員数も 5万 85 0 0人と、そのような報告を受けており
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ますけれども、そういった事実はないということでございます。

01番(神田守隆君) 6月 16日付の新聞報道ですから、お間違えのな

いようにお願いしたいと思います。

そういうことについては日本では心配はない、こういうような御意見で

ありますが、しかしそれは実際起きるかもしれない o 起きれば大変なわけ

です。

そのことについて、アメリカのカリフオルニア州では安全基準をわざ

わぎ設けているわけでございます。トワクロルエチレンについては 4. 5 

PPB一一一4. 5 P P Bといいますと、 10 0 0らの水の中lζ4. 5 P相

当の化学物質が混入すれば 4. 5 P P Bということで、乙ういうような非

常にわずかな汚染が人間に対して発ガンの作用を及ぼす、乙ういう乙とで

あります。ですから、非常に大変な、微量のものでありますけれども、し

かし同時に大変有毒である、乙ういうふうに理解しなければならないと思

うんですが、市長さん乙のカヲフオルニア州の 4. 5 P P Bという乙の安

全基準を市においては企業に対して守らせていく、乙ういうようなお考え

芭ございませんか。

。市長公室長(斎藤武男君) ただいまの神田議員さんからお話の薬品類

の関係につきましては、確かに環境規制がない有機溶剤でございます。し

たがいまして、乙れらの関係につきましては工業排水として排出しない、

産業廃棄物として専門業者にタンクローリ一等で搬出を行うという乙とで

ございまして、いわゆる密封の状態で搬出するという乙とでございます。

ただいまのお話のように、乙れらの関係については国も非常に厳しく取

ー聾いの基準を設けておりまして、労働安全衛生法でありますとか毒物及

び劇物取締法等の規定に基づきまして厳重に取り扱いをされるものという

〉 乙とになっておるわけでございます。

， 01番(神田守隆君} 排出をしないという乙とでありますから一一ーし

ま かし同時に先ほどのお話にちょっとありましたが、アメリカでは事故等に

3 よりまして漏れたという事態もございます。その後の事態も工場廃液に乙

れが混入した、乙ういうことでございます。

ま したがって、住民の立場からすれば、企業の方ではそれ金排出しないと

り 位言っても、しかし市がその点についてーーゴを業が排出しないと言ってい
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吃え

る以上、市はその排出しないはずのものについて環境基準を設けたって別

に何も困る乙とはないわけですね。市は、公害防止条例によれば、市長は

規制基準の定めがない公害の措置については、市長の勧告権というものが

あるんですね。勧告するお考えはございませんか。

乙ういう点についての一一いま公害防止条例、環境庁において現在調査

中だ、乙ういうことでございます。現に、日本の国の申lとは規制基準がな

しかしそれがもし漏れるようなことがあれば大変な乙とになるわけでし、、

すから、乙のカリフオルニア州の 4. 5 P P B、

の間lζ 公害防止条例を結ぶというお考えはございませんか。

。市長(半海良一君) ただいま公室長が答弁をいたしましたように、

れらの有機溶剤は工場排水として出るものではなくて、製品の製造過程の

申で使う薬品でございまして、乙れはそれぞれ産業廃棄物として専門の業

者が処理をするという乙とになっているわけで、そういう意味でもし御指

摘のような問題が起乙るとすれば、それは貯蔵タンクの問題だろうと思い

ます。そういう意味で乙うした薬品の管理については、ただいま公室長が

答弁いたしましたようにいろいろ基準が設けられているわけでございます

乙ういうものを、企業と

乙

ので、その基準lζ従った施設、設備をし、ぞれを十分な、善良な管理者の

注意をもって管理をするように企業に対して要望はしますし、監視はいた

それ以上排出基準について公害協定を結ぶつもりはござ

いま公害協定の問題が出てきましたので、公害協

しますけれども、

いません。

01番(神田守隆君)

定についてお尋ねいたします。

排水の汚染とか、公害の問題については、企業進出の前lζ公害防止協定

というのがございます。乙れは県下の中では県内 52社においては 56工

場ですでに公害防止協定が市及び県、乙ういう申で企業との聞で結ばれて

いるというふうに聞いているわけでございますが、乙うした公害防止協定

そのものを結ぶ、今度の企業進出にあたってーーその中身をどうするかと

いう議論は大いに詰めなければなりませんが、乙の公害防止協定を結ぶと

いうお考えはあるのかどうか、お聞かせを願いたいと思います。

0市長(半海良一君) 当然ございます。

01番{神田守隆君) 公害防止協定を結ぶお考えがあるようであります

-34-

F
A
J
3
μ
予

p

s



噌

'
L

から、その乙とについては了解をいたします。

その申で、私は、公害防止協定の中で非常に大きな問題点というのは、

公害防止協定を結んでいたとしても、しかし実際にはなかなか住民の立場

からすればどういうような内容がその公害防止協定に基づいて実施されて

おるのか、そのデータはどうなっておるのか、住民の立場からなかなかわ

からない、乙ういう問題があろうかと思います。乙うした住民の権利とし

て公害防止協定の申で乙うしたデータの関覧、こうしたものについての考

え、そしてデータの内容についての住民の意見の具申、乙うした権限、乙

れはどうなんですか。そういうものをはっきり認めるお考えがあるのか。

そうでないとなかなか住民の立場からすれば、公害防止協定があったとい

っても実際いろんな問題が起きたときに運用ができない。乙れは愛知県の

ベリリューム汚染問題を通しても非常に明らかな乙とだろうと思いますの

で、乙れについてお考えをお聞かせを願いたいと思います。

。市長(半津良一君) 公害防止協定及びその実施の状況については、い

つでも公開をいたします。

01番(神田守降君) 次lζ 、排水の計画でありますが、企業の説明記よ

ーますと、滝川!に放流するとなっております。 r区域内の排水を付近の河

川区放流する場合は、適切な処理施設を設け、事前lζ下流の利害関係者の

同意を得る乙と j という乙とが市の開発に関する指導要綱の申でうたって

おりますが、滝川lζ放流する以上、多くの利害関係者があると思うわけで

ありますが、乙の開意の必要性についてはどう考えているのか。乙れまで

住民への説明等については行われて乙ないように思うわけで、乙の辺につ

いてのお考えをお聞かせください。

。市長公室長(斎藤武男君) 滝川の排水に関連してでございますけれど

‘、乙れに関連するものは安房中央土地改良区、それから国分の土地改良

区、広瀬、腰越工区、滝川用水組合、さらに大正池の関係で北条、館野耕

撞聾理組合、乙ういう 5つの組合がございまして、それぞれお話を申し上

げまして、御協力をいただくようにすでにお話をしてあると乙ろもござい

ますが、了解をしていただいていると乙ろもございますけれども、その他

につきましては、乙れからお話申し上げる……。

。 1番(神田守隆君) 乙の辺もちょっとおかしいんですね、そういう点
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では。一部話をしているところもあって、話もしていないところもあると

いうんでは、これは行政としてずいぶん差別待遇ではないでしょうか。話

をすると乙ろとしないと乙ろというんではやはりいけないと思うんですね。

やはりきちんとこういう関係の地区については説明があってしかるべきで

はないか。これについてどういうふうにお考えかお聞かせを願いたいと思

います。

それと、市長さんは先ほど公害防止協定に基づく諸データについてはす

べて公表するという乙とですから、大変に立派なことだと思います。それ

でまずその出発点は環境アセスという乙とで、先ほど来お話がございまし

たが、企業が実施した環境アセスの内容、直ちに乙れについては公表する

必要があるんだろう、乙ういうふうに思うんですが、いかがですか。

。市長公室長(斎藤武男君} 表現の仕方がまずくて誤解を受けたようで

ございますが、それぞれ 5つの組合の方にはお話を申し上げでございまし

て、それで同意をいただいていると乙ろもございますし、まだ理事会、俊

員会令聞いて、その申で御返事を申し上げますよというような乙とで、そ

ういう乙とでございますので……。

。市長(半海良一君) 環境アセスの公表の件でございますが、乙れは事

前協議の段階で業者から出たものでございまして、これをもとにいたしま

して市も検討し、さらに現在県で検討をいたしているわけでございますの

で、その結論が出た段階でその結論と一緒lζ公表した方がいいというふう

に考えております。

01番(神田守隆君) それは大分話が違いますね。

事前協議の段階で乙れを住民lζ 公表して、そして住民の意見ゃなんかを

取り入れてそして環境アセスをしていくというのが県の環境アセスの条例

ですね。環境アセスの要綱はそういうふうになっている。住民の意見が常

lζ準備段階から反映されるような仕掛けになっているわけです。と乙ろが

準備段階で、乙れは準備書だからといって門前払いをくらわして、結論が

出ましたという段階で発表する、乙れでは住民の不安は解消できないんじ

ゃないですか。いかがですか。

O市長(半海良一君) まだ検討段階でございますので、それに対する市

ないしは県の結論が出たわけではございませんから、その過程で無用な摩
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擦を起こすことはどうかと考えますので、公表すべきではないというふう

- ~ζ 考えます。

o 1番(神田守隆君) 住民が心配することが無用な摩嬢なんですかっ

これは結論を出しちゃってからやったら余計問題ですよ。住民が心配し

ているそういう問題について、準備の段階からどういうような調査がどう

であったか、それについて住民としてはたとえばどういう問題点がある、

それを読んで意見が具申できる、そういう形で住民の意見が反映されて公

害防止に関する環境アセスという問題も進展していく。乙れが県の環境ア

セス条例のやり方ですね。いかがですか。そういうやり方を踏まえて乙の

問題も当然検討するべきであって、住民にこの内容が公表できませんとい

うんでは、なかなか納得できない乙とだと思うんですが、いかがですか、

結論出せませんか。

O市長(半海良一君)

する調査をしろとか、

検討の段階でまだ不十分であればもっと乙れに対

そういう問題が出てくるわけでございますので、現

在出たものがそれですべての環境アセスになっているかどうか、はたして

十分であるかどうかという問題もございますので、そういう問題を検討し

た上で最終的lと全般を公表すべきだというふうに考えております。

01番(神田守隆君) 環境アセスの、いわゆる市における事前協議は終

わったんじゃないですか。 そういう乙とで、終わったなら終わったではっ

きり出したらいかがですか。

。市長(半揮良一君) 市としては、すべて終わっているわけではまだと

ざいません。

01番(神田守隆君) なかなか、乙の環境アセスの内容の公表を渋ると

いうのは、大変残急な乙とだと思うんですね。住民の不安が一番あるわけ

ですから、住民にはっきりと問題点は問題点、そして乙ういう点について

は安心してください、 という乙とはそれはそれとして発表する乙とはやは

り大事な乙とだ。 どうもいまのお話では、 その乙とについて市長の答弁で

は納得できません。

次の問題に移ってまいりたいと思いますが、水の、取水の問題、 乙れに

ついても地質調査の結果、 20 0 0 t:，..はオーケーだ。しかし工業技術院の

地質調査所の調査によれば、まあそういう乙とは大変むずかしい。乙うい
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うような調査結果が出ているわけで、私たちとしてはどちらが信用してい

いものか、乙ういうふうに思うわけであります。

そういう申で、市の指導要綱の申では、 「事業者は事業はより周辺lζ影

響を及ぼすおそれのあるものについては事前に関係者の同意を受けなけれ

ばならない。」乙ういうふうになっていますね。と乙ろで、この取水の問

題、大変、歴史的に見ますと、古茂口地区等については軍の場水という中

で水枯れをしたという歴史的な経緯もございます。また、市の市営水道の

拡張による水枯れの事件もございます。それだけに水の問題というのは大

変に探刻な問題だというふうに理解するわけで、周辺への影響のおそれと

いうのは大変に憂慮されるところです。取水による影響が心配される古茂

口地区の同意なしに乙の乙とを進めるというのは指導要綱に反する乙とじ

ゃないかと思いますが、乙の点いかがですか。

0市長(半海良一君) 現在、県におきまして、それぞれ水政謀、あるい

は水質保全課等がございまして、ぞれが主体になって水の問題について検

討をいたしているわけでございますので、私どもはその結果、

の指導にまちたいというふうに考えております。

01番{神田守隆君) その指導にまつという乙とでありますが、そうす

ると指導要綱の申で事前に乙の影響を及ぼすおそれのあるそうした地区に

ついては同意を得る、乙の必要は現時点ではないというようにお考えなん

あるいはそ

弘
髄
披

W
I
-
-

ですか。

O市長(半揮良一君) 現在、影響を及ぼさないという考え方で話を進め

ておりますので、はたしてそれが正しいのか、正しくないのか一一一私ども

はないというふうに考えて乙の話を進めておるわけでございますが、県の

水政謀、あるいは水質保全課等の指導をまっていきたい、そういう考え方

でございます。

01番(神田守隆君) そうすると、影響を及ぼさないという考えですか

ら一一寸曽導要綱ではさらに影響を及ぼすおそれのあるものという乙とです

ね。おそれもないというふうにお考えですか。

0市長(半津良一君) そのように考えております。

01番{神田守隆君) 古茂口には全くそうした影響のおそれもないとい

う乙とでありますから、大変lζ 乙れまでの歴史的な経過とか、 ぞれから乙
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れまでの調査、こうしたものを一切無視するというふうなことになるんじ

ゃないですか。

私が、手元lと持っておりますけれども、工業技術院の調査、ずいぶん偉

い先生がやっているわけですが、乙うした工場適地に関する調査結果でも

非常に影響が大きいという、乙ういう表現をもって言ってるんですね。お

それがないというのはちょっとどうかと思うんですが、本当にそう思って

いるんですか。

0市長(半淳良一君) 問題は、水の取り方だと思うんです。

適正揚水量でくんでいく限り彰響はない、そういうふうに考えておりま

す。それを無謀lζ 、過度にくみ上げれば彫響はあるかもしれませんけれど

も、適正揚水量でくんでいる限り影響はない、そういうふうに考えており

ます。

01番(神田守隆君} そうすると、適正揚水量という乙とで、先ほどの

お話ですと地質調査の結果 20 0 0 ~;，まではオーケーだ、と乙ろが企業は

3 0 0 0 ~;，使うというんですね。そうすると足らないわけです。乙の点に

ついてはあとで住民の同意が得られませんでした、企業は水が足りません、

蛍遣しますという話になりかねない要素を持っているんです。乙ういう大

変見切り発車的な乙とというのは非常に将来に禍根を残すんではないでし

ょうか。

。市長{半海良一君) その点については、企業としては将来隣接地区の

> 了解を得たいという考えもありますし、場合によってはクローズでリサイ

~ クルをして使う、そういう考え方を持っているようでございますので、そ

う ! れは今後の県の指導にまちたいと考えております。

a 0 1番(神田守隆君) 将来といっても、 10年先、 20年先-の話ではな

〈て、 1年一一2年ですか、先の話ですから、そんなに流暢な乙とも言っ

か ていられる段階じゃないと思いますが、もう少し具体的なお話があるんで

す } 註ないでしょうか。

O市長{半海良一君} 現在、ただいま申し上げたとおりの段階でござい

ます。

い 01番(神田守隆君) 3 0 0 0 ~;，の水を必要とするという乙の問題であ

乙 hますが、当然乙れは協定を結ばれていかれるんだろうと思います。
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これは、企業の方から 3000らの揚水をしたいという、こうした話で

すから、そしてそのデータの監視、あるいは周辺への影響への配慮、これ

についての勧告、こうしたものをされると思うんですが、ここでいってい

る 30 0 0んというのは一一一乙の理解の問題ですが、目安という意味なの

か、それとも上限一一一これ以上は取ってはならないという、そういう意味

で出されているものなのか。どういうふうな理解をされていますか。

。市長公室長(斎藤武男君) いろいろと水の関係については大変御心配

をいただいておるところでございますけれども、先ほど市長から申しまし

たそのものに尽きるわけでございますが、私どもとしましては当地区の水

事情というものを十分企業に説明いたしましたし、さらに専門家の調査の

段階でも古茂口の関係、あるいは山本の状況などを十分説明をいたしまし

て、その上で調査をしていただいたわけでございますが、その結果が先ほ

ど市長からお話があったとおりのことでございます。

影響云々というような乙とでございますが、適正な揚水を厳重に守って

いただくという乙とがまずーっでございますが、合わせまして自記水位計

lとよりますと乙ろの自動観測を継続的に実施いたしまして、あの地区に水

の影響がないようにしていきたいという乙とでございます。

特l乙、 30 0 0 t:tというようなーーその中には生活用水一一将来、 3年

4年先になりますと従業員が 500名くらいになるだろう、そういう乙と

でそれらの生活用水の関係が 850から 900ぐらい入っているわけでと

ぎいますが一一一使いたいというような計画でございますが、乙れも市長か

ら申し上げましたようにリサイクルをいたしまして、取水の量の問題、で

きるだけ少なく取水をしまして影響を与えないようにというような努力令

企業にもしていただきますし、私どもも厳重に監視してまいりたい。そん

なふうに考えているわけでございます。

01番(神田守隆君} 単純に答えてください。

3 0 0 0 t:tあるいは 20 0 0 t:t、乙れは目安という考え方なのか、上限

というようにはっきりしたものなのか。

。市長公室長(斎藤武男君) 現在、受けております説明では 30 0 0ら

一一一2、 3年先に 30 0 0 t:t使いたいという乙とでございます。

01番(神田守隆君} あまり時聞がないようでございますから、簡明な
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御答弁をお願いしたいと思います。

市は、市営水道の水源については、 9月議会で、調査結果としては、巴

川上流にダムの建設を検討をする、こういうようなことを言っていたわけ

でありますが、企業のためには地下水源が出てきて市民のためには地下水

源がないというのは大変つじつまの合わない話だと思います。市は企業誘

致を進める以上、水については十分自信があることだと、これは当然のこ

とだろうと思いますが、市営水道の水源確保、この問題についてはどのよ

うに考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。

。市長(半津良一君) 館山市にある地下水は市のものでもないし、また

市民全部のものでもないわけで、その土地を持っている方の権利でござい

ます。その土地を持っている方でなければくみ上げられないという乙とに

なるわけでございます。

あの地区に一一一山本なり古茂口地区に水源があるだろうという乙とは、

われわれも前から予想していたと乙ろでございますけれども、いままでの

歴史的な経過もありまして、どうも市として、水道水源としてある意味で

聖地、聖域みたいな形になっておりまして、いままで調査をいたしません

でしたが、今回企業が進出したいという乙とで調査をいたしましたと乙ろ、

乙れだけの水があるという乙とでございます。その水を山本地区の方々が

企業に提供するという乙とは、だからそれを市へよ乙してくれという乙と

はちょっと言いにくいわけでございます。やはり山本地区の方々の考え方、

古茂口地区の地権者の方々の考え方でございます。

市といたしましても、神余のダムをつくるというのは今後の計画の一つ

でございまして、そ乙 lζ決めたわけではございません。先ほど榎本議員の

御質問がありましたように、三芳水道との共同水源という乙とも考えてい

るわけでございます。すでに予定いたしましたと乙ろの流量調査等もして

いるわけでございます。また 53年度でございましたか、九重地区の水源

i の探査もいたしたわけで、それは結果的には水道水源として不適当だとい

うととになりましたけれども、なお全地域にわたって水源を、地下水の探

査をいたしたい、現在電気探査による探査をしてみようじゃないかという

むとになっているわけでございますo

Z 特に、企業のために、市が市民の水道水源になる水を企業に売ったとい
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うような考え方は間違っておりますので、御訂正をいただきたいと思いま

す。

01番{神田守隆君) そうすると、いまのお話ですと、地下水の探査を

やるということで、市民の水道水源としては現時点ではあまり具体的な内

容はない、乙ういうふうに理解せざるを得ないんですが、いかがですか o

O市長(半淳良一君) 地下水を水道水源として利用できるものがあるか

どうかさらに探査をしたいという乙とでございまして、水道水源として地

下水を考えていないという乙とではございません。

。議長(石井 正君) 以上で 1番議員君の質問を終わります。

次、 5番議員JII名正二君。

( 5番議員JII名正二君登壇) (拍手)

05番(JII名正二君) 私は、今回の定例会の議案の審議lと先立ちまして、

すでに通告をいたしております 5点につきまして質問を申し上げるもので

ございます。

いずれも当面している館山市政の申で最も緊急を要する諸問題でありま

すし、半津市長の率直なる御答弁をお願いを申し上げる次第でございます。

早速質問に入ります。

第 1点は、館山市にもいよいよ先端技術産業が進出してくるという話題

が現在一般市民の関心を呼ぴ、また進出予定地であります山本地区を初め

古茂口地区を申心とする住民の皆さまが地下水のくみ上げをめぐって反対

の意思を表明するなど、世論を分断しつつあるような傾向さえ見えてまい

りました。乙の問題について市の対応策をまずお伺いしたいと思います。

御承知のように、館山市の財政は一般会計において年間約 100億円、

世 その財源は交付金を初めとする依存財源の占める比率が多く、いかに自主

財源の確保に努力をいたしましでも、自ら限界があるのでございます。昨

今各地方自治体は自主財源確保に全力を上げ、無公害企業誘致lζ努力をし

ております。乙ういった財政面から乙の進出予定の企業を考えるとき、私

は市民の一人として誘致をする方向で重大な関心を持っておるものでござ

います。乙の問題は財政面だけをもって判断できない乙とは十分承知はし

ておりますが、財源確保の意味合いを含めて市長はどのように対応される

おつもりか御見解を賜りたいのでございます。
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第 2点は、古茂口地区を中心といたしまして、飯沼、山荻、作名、大戸、

南条、出野尾地区の住民の皆さまの、将来飲制水だけではなく農業用水か

ら生活用水に至るまで不足する事態を招く乙とを一番おそれているようで

あります。また、乙の企業の生産工程の中で薬品が使われ、人体だけでは

なく農産物に影響を与える薬品公害に対する不安の声がある乙とは否定で

きないのでございます。私は乙ういった地元住民の不安を解消する意味か

らあえて質問をするものであります。

去る 19日の全員協議会において企業側より説明を受けたのでございま

すが、 1日当たり当面 10 0 0 t:，.将来は約 30 0 0らの地下水をくみ上げ

た場合、はたして乙の地区の飲桝水、生活用水、農業用水が枯れるおそれ

はないものかどうか。

また、誹水にあたりまして、千葉県の排水水質基準に適合するように必

ず処理すると企業側は言明をしておりますが、人体や農作物lζ悪い影響を

及ぼさないと言い切れるものかどうか。率直に市長の御所見をお聞かせ願

いたいのであります。

また、アメリカにおけるシリコンバレーの例もありますが、はたしてあ

のような事態を乙の私どもの館山市の申で今後予測していかなければなら

ないのか。仮にそうであるならば、市民の一人といたしまして私は反対の

立場に立たざるを得なくなるのでございます。

乙ういう問題を含めての質問であります。どうか乙れらの不安を解消す

るためにも、確信を持った市長の答弁をあえて求めるものでございます。

第 3点の質問でありますが、乙の企業の進出が仮に決定された場合、そ

の従業員は地元住民を慢先的に雇用してくれるものかどうかという点につ

いてでございます。

私は、現在の館山市の大きな弱点といたしまして労働力の雇用の場が少

ない乙とを指擁せざるを得ません。せっかく高校、大学を卒業いたしまし

でも地元での就職はまず絶望的であり、やむを得ず市外及び県外に液出を

している乙とはま乙とに深刻な問題であろうと思うのでございます。聞く

と乙ろによりますと、乙の企業は当面 170名、将来は 500名の従業員

数を予定しているのだそうでございますが、乙のうちどのくらいの地元住

民を採用する用意があるのか、お分かりになる範聞で結構でございますの
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お答えを願いたいのであります。

また、新規採用にあたりまして、地元住民をぜひとも最慢先させていた

だきたいと念願するものであり、企業との確たる約束ごとがとれるかどう

か。その点も含めて市長の御見解をお伺いするものであります。

次、第 4点の質問ですが、企業誘致条例の制定について、当館山市はあ

りましてかつて昭和 40年代まで企業誘致条例を制定し大企業の誘致を計

画したと聞いておりますが、まず制定の経緯と乙の条例の適用があったか

どうか。またこの条例の廃止についての御説明金お願いしたいと思います。

当時と現在では経済環境が全く異なっておることは申すまでもございま

せん。また、進出企業を目前にして条例金復活したらどうかと提案しよう

とするものでもありません。今後何らかの根拠を持たせた権利、義務の関

係を明文化をしておいた方がいいのではないかという気がするのでござい

ます。今後館山市iζ進出しようとする企業に対しでも安心感を与える乙と

にもなりましょうし、またある面では住民lζ対しましでも不安を解消する

乙とにもなりましょうし、市当局にいたしましでも進出しようとする企業

に対しでも却対応できると思うのでございます。企業誘致条例のような明

文化したものを制定する乙とに対しまして、市長の率直なる御所見を乙の

際お伺いしたいのであります。

また、逆に考えますと、かえって拘束されてしまい、めんどうになる場

合もあろうかという乙とも十分心得ておりますので、どうしても企業誘致

条例を制定した方がよかろうというという乙とで申し上げているのではな

く、一つのたたき台としての発言でありますので、市長の率直なる御所見

を重ねてお伺いいたすものであります。

最後の、 5点目の質問は、本議場におきまして、去る 3月の定例議会の

中で、私の質問の館山駅東西跨線橋ないし東西歩道橋についてであります。

私の前回の乙の質問lζ対し、当局の御答弁は「駅舎の改築及び西日開設

を基本的に考え、国鉄当局に対して強〈要望し、早期実現を目指していく J

との乙とでありました。また、駅西側の土地区画整理事業の決定時には、

即歩道橋着工の予定であるとの乙とであったと思います。乙の問題は地元

住民より強く要望きれておる乙とでありますし、当局といたしましても前

向きの姿勢で乙の件に取り組んでおられる乙とは信じて疑いません。
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そ乙でお伺いいたしますが、その後国鉄当局とこの件を含めて接触した

かどうか。また接触した乙とでありますならばその経過、さらに今後どの

ように対処されるおつもりなのかにつきまして、市長の御見解を賜りたい

のであります。

この問題は、ただ東西閣の問題だけではないと信ずるものであります。

この件はすでに当議会において請願書が採択されておりますし、市当局の

今後の御努力を強く要望いたしましての私の 2回目の質問であります。

以上、 5点にわたりましての質問を申し上げましたが、第 1点より第 4

点までは館山市民進出する意欲ぞ燃やしております株式会社エヌ・エム・

ピー・セミコンダクターに関するものであります。館山市はもとより県に

おきましても知事を初め県議会をあげて、乙の企業を、県内誘致に対しき

わめて積極的であるとの乙とでありますし、しかしながら地元住民は地下

水公害に対する大きな不安があり、当局は乙の不安解消策をどうしても考

える必要があろうと思うのでございます。特に乙の乙とを強調しながら質

問を終わりますが、第 1点より第 4点までの質問は不安解消のための質問

でありますし、特lと再質問のないような市長の明快なる御答弁を賜りたい

と思います。

(市長半淳良一君登壇)

。市長{半海良一君) JII名議員の御質問にお答えをいたします。

第 1点は、エヌ・エム・ピー・セミコンダクターに対する市当局の対応

策という御質問でございますが、御案内のとおり当市の産業構造は第 S次

産業が 62. 6 %、第 2次産業が 19%、第 1次産業が 18. 4 %の踊位

になっておりますように、雇用機会の多い第 2次産業のウエートがきわめ

て低いわけでございます。

また、県の長期構想では、自然環境の保全と伝統的な生活文化の継承を

基調iζ地場産業の開発と育成、観光レクリェーション産業等の展開を図り

ながら、活力ある地域社会の確立を目指す、そういう地域に当地方は位置

づけられているわけでございます。乙うした位置づけの申で、県全般を見

るときに、ますます県北との住民所得差はもちろん、人口数におきまして

も南地域は漸減傾向にあるのでございます。

乙うした背景の中で、地域の振興、地域開発等種々尽力をいたしたと乙
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ろでございますが、即効的なものは見られないのが現状でございます。

こうした折から、今回の企業進出は、その内容及び将来性についてもき

わめてクリーン産業として期待できるものでございますので、地域開発の

インパクトのーっとして有力な契機となるであろうことを確信しているわ

けでございます。

第 2点の、企業進出lとより地元住民の水源及び薬品公害問題の不安解消

策の市当局の対応という ζ とでございますが、まず取水関係につきまして

は、先ほど来御答弁を申し上げてきたと乙ろでございますけれども、適正

な揚水を行えば生活用水も、農業用水にも影響はないという調査結果にな

っておりますので、影響は起こらないと確信をいたしております。

次lζ 、排出基準につきましでも、農作物その他、ぞれによっての影響が

絶対あってはなりませんので、県の指導を受けながら完全な監視体制をき

ちっとっくり上げていきたいというふうに考えているわけでございます。

なお、お話の申にございましたアメリカのシリコンバレーの例でござい

ますけれども、乙れは施設の不備、施設のずさんな管理体制によって、貯

蔵タンクなどでひび割れができて薬品が地下に浸透した結果によって起乙
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った人災であるというように聞いておちます。

環境庁、通産省におきましては、先ほど公室長も答弁いたしましたよう

8 5事業所、従業員数 5万 85 0 0人の中ではそういった報告は受け

ていないという乙とでございますので、監視体制きえきちっとしておけば

lと、

乙ういう問題は起乙らないというふうに考えております。

なお、今後いろいろ地区の住民の方々とは密接な連絡をとりまして、そ

うした不安の起乙らないように努力をしていきたいというふうに考えてお

ります。

第 3点、企業lζ対し地元住民の優先雇用についてでございますが、

'f 

さき

にも御答弁申し上げましたけれども、株式会社エヌ・エム・ピー・セミコ

ンダクターが予定どおり昭和 60年 5月に操業されますと、従業員数は当

面 110名でございますが、そのうち 120名を地元採用したい、将来 5

o 0名になりました場合には、そのうち地元採用 300名が予定されてい

るというふうに聞いております。当然、市の活性化、市勢発展の原動力と

なり、雇用の促進については、積極的に地元採用を最優先として配慮する
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ょう企業側に申し入れをしていきたいと考えております。

第 4点、当市の企業誘致条例の制定についてでございますが、御案内の

とおり当市の企業誘致条例は昭和 4 7年 4月に廃止されまして、今日 lζ 至

っておりますが、その経過は昭和 27年 10月 20日第 6回臨時市議会で

産業振興政策を推進させるために制定されたわけでございます。自来、本

条例の適用を受けて館山市lζ進出いたしました企業は帝国観光株式会社、

財団法入国民休暇村協会にしぎき荘、房州開発株式会社、財団法人千葉県

観光公社南房パラダイス等という乙とになっております。

また、本条例の廃止につきましては、制度発足以来 20年間の実績、あ

るいは社会情勢の変化等の見直しの中で、当時の市議会、総務委員会等の

意向を受けて廃止をしたというふうに聞いております。

なお、今後先端控術産業を含めた企業の進出促進を図るための対応策と

して企業誘致条例制定についての考え方という乙とでございますけれども、

今日では地域活性化の原動力となるものはまず地場産業の見直しによるま、

ちづくりと考えております。人々の生活や価値意識の変化に伴いまして、

特lと高度経済成長の終罵とともに地域開発や地域振興の実質的内容が大き

な転換期を迎えている申で、地域の潜在力を引き出していく、いわゆる新

しい視点に立つての地場産業の開発という乙とでございます。したがいま

して、企業の誘致lζ 重きを置いた場合、その反面、地場産業の育成、振興

lζ 影響があってはなりませんので、基本的には企業誘致とのバランスをと

りながら地域の潜在能力を行政が積極的に引き出していく、そういう努力

を行いながら新しい地域振興の方策といたしたいと考えておりますので、

当面市独自の企業誘致条例の制定は考えておりません。

第 5点、館山駅西日開設及び跨線橋のその後の進展ぐあいについての御

質問でございますが、特lζ3月定例市議会後の国鉄との協議状況について

お尋ねがあったわけでございますが、 4月lと千葉鉄道管理屈と協議を行っ

たわけでございます。その概要でございますが、館山駅周辺市街地整備計

画の一環でございます館山駅の橋上駅舎、または東西自由通路計画につい

ての国鉄の考え方はどうかという乙とに対しまして、国鉄としては乙れら

の計画がないので、実施するならば事業費は全額地元負担になるだろうと

いうことと、また東西自由通路等の建設位置については現場を見て検討し
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ていきたいということでございました。

館山駅周辺の市街地整備は、市の重点施策でもございますし、私はその

中でも東西両広場を連絡すべく橋上駅舎、または自由通路を西口地区土地

区画整理事業により整備される広場、道路の完成時までに建設する乙とが

重要な課題だと考えております。国鉄からは事業費は地元負担になるだろ

うという大きな問題が投げかけられておりますが、早期実現に向けて関係

者の御理解、御協力を賜りますと同時に、今後も国鉄lζ強く働きかけてい

く所存でございます。

以上、答弁を終わります。

05番(JlI名正二君) ただいま御答弁をいただいたわけでございますが、

進出企業に対する当局のお考え、また決意のほどはわかりましたが、私は、

再質問という乙とではありませんが、いま一度確認をさせていただきたい

と思うのであります。

2点目の、答弁の中の揚水についてでありますが、当局は適正な揚水で

行えば生活及び農業用水lとは影響はないとの御見解でありました。私は市

当局は万がーのときの対応も十分考車していかねばならないと考えるので

ございます。戦時中lと無謀な揖水のために実際lζ農業用水まで水枯れを起

乙した実例があるのでございますので、地元の皆さんの不安に思うととは

当然と思うのでございます。乙の不安解消の意味からもいま申し上げまし

た件につきまして市長の確たる信念、をもう一度お聞かせを願いたいと思い

ます。

。市長(半海良一君} 先ほど来、申し上げますとおり、適正な揚水量を

続ける限り影響はない、しかも適正な揚水量を続けるために、企業lζ適正

な揚水量をさせるために十分な監視体制をつくるんだと申し上げたとおり

でございますけれども、万ーにも、万万が一、あるいは万万万

いう問題が起乙りましたなら、市が責任をもって解決をいたします。

05番 (JII名正二君) 乙の件につきましては、先ほど来から出ておりま

すので、 5点目の御答弁をいただきました申から再質問をさせていただき

ます。

国鉄当局との折衝結果でありますが、御答弁お聞きいたしましでも、あ

まり市当局の考えているような国鉄当局ではないというふうに私は考える
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のでありますが、市当局はいかがでありますか。どう考えておりますか。

私は、市当局のお考えになっている乙とを強く要望し、ぞれに向けて国

鉄当局も協力してくれるというふうにお持ちになっていると思うんです。

だけれども、いままでの経過を聞きますと、あまり市の考え方を一ーかつ

てに市がおやりになるんならばいいですよというような考え方だというふ

うに私は解釈しているんですけれども、当局としてはどのようにお考えで

すか。

。経済部長{高山隆男君) 先ほど市長から答弁しましたように国鉄とし

ては独自のそういった計画はないという乙とでございまして、計画がない

から国鉄がやる気がないんだという乙とではなくて、結構な乙とには違い

ないけれども、事業費そのものが国鉄が持てないというのが実情だろうと

思います。

また、市が積極的にやるとしても、用地の上は国鉄のものでございます

ので、国鉄の賛成が得られなければいかに地元が金金全部出しますからと

言っても実現できませんので、そういう意味で先ほど言いましたように国

鉄としては本年申に意思とか、そういったものは国鉄は国鉄なりの考え方

で独自に検討させていただきます、調べさせていただきますというような

乙とを申しておるわけでございます。ですから国鉄が全然やる気がないと

いう乙とには考えませんで、あくまでもやるにはやはり菌鉄の同意または

協力がなければならないというふうには考えております。

05番(111名正二君) 乙の歩道橋の早期実現を図りますには、駅舎の改

築または西口の開設を切り放して考えた方がいいと私は思うのですが、前

回の質問のときにも、区画整理事業計画決定時には別に考えてもいいんだ

というような乙とであったと記憶しておるんですが、乙の問題一本に絞っ

て今後進めていくようなお考えはありませんかどうか、お伺いいたします。

0経済部長(高山隆男君) 再三市長が答弁しておりましたように、西日

の方の区画整理事業、そしてそれに伴います道路とか、広場とか、ぞれか

ら東口の方の区画整理事業、乙ういったものとのからみ合わせで橋上駅舎

あるいは歩道橋というものを考えるという乙とで進めておりますので、ま

た国鉄との折衝の段階でもそういった乙とで話を進めておりますので、端

的に歩道橋だけをつくるという乙とではまだ折衝をしておりません。
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05番(JlI名正二君) その後の区画整理事業計画の進展ぐあいはどのよ

うになっておりましょうか。また、前回の議会からまだ 3月しかたってい

ないわけですけれども、その中の何か計画がございましたらお伺いしたい

と思います。

。経済部長(高山隆男君) その後地元の地権者、あるいは町内会、乙う

いったものとの話し合い、そういったものを進めておるわけでございます

けれども、あそ乙の町内会は北条町内会と六軒町の町内会と両方またがる

わけでございますけれども、北条海岸町内会の方は大勢においては賛成一

一古車々のものはまた別にいろいろあるでしょうけれども、そういう乙とで

ございますけれども、六の七町内会の方には確かに賛成者と反対者がおる

ことも事実でございます。乙れらもまた協議を進めながら市としては模型

をつくったり何かして協議を進めているわけでございますけれども、 3月

議会以後は北条海岸の方との話し合いはしましたけれども、六の七の方の

町内会とは日程とか、そういうもので地元との調整ができませんで、具体

的な話し合いには入っていないというのが実情でございます。

05番(JII名正ニ君} 乙の問題もやはり今後の館山市にありまして大き

な問題でございますので、地元の人たちとの話し合いの場を今後密iとして

なるべく早く実現ができるように御努力を願いたいと思います。

乙れで、質問を終わります。

。議長(石井 正君) 以上で、 5番議員の質問を終わります。

午前の会議は乙れにて休憩とし、午後 1時再開といたします。

午前 11時 51分休憩

午後 1時 o3分再開

。議長(石井 正君) 午後の出席議員数 23名、休憩前に引き続き会議

を聞きます。

2 0番議員石井武敏君。

( 2 0番議員石井武敏君登壇) (拍手)

020番(石井武敏君} 私は、今次定例会lζ提案をされました議案の審

議に先立ちまして、すでに通告しでございます各諸点はっきまして市長の

御見解をお伺いしたいというように思います。

まず、私が通告をしました点につきましては、 1、農業施策について、
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小さい第 1点、中核農家の育成についての諸施策はどのように推進されて

いるか、小さい第 2点、農業後継者の育成はどのように行われていますか、

小さな第 3点、健康な土づくり施策はどのように講じられていますか、次

の 2点目、青少年の非行化防止対策について、小さな第 1点、防止対策は

いままでどのように推進されてきましたか、小さな 2点目、市民運動とし

ての取り組みについてどう考えますか、次lζ大きな第 3点目ですが、福祉

の手引きや福祉ガイドブックの発刊ができないか、大きな 4番目、一輪車

をスポーッ教材はできないか、次lζ最後lζ5点目、交通安全施設について、

1、安全施設の整備や点検はどのように行っているか、次lζ 小さな 2点目、

カーブミラーの登録番号制度をどう考えるか、という点であります。

まず、農業問題についてでありますが、近年は食糧問題等一一ー乙の食糧

問題はエネルギー問題とともに並ぶ非常に世界的な大きな問題となってき

ております。国土資源の制約のもとで国民が豊かで安定した食生活を長期

的に確保していくためには、将来にわたる食生活のあり方はっきまして改

めて考えてみる必要があろうかと思います。

いま、私たちの身の回りを見てみますと、食糧事情に関しましては一見

ぜいたくな時代に入っているように見えます。衝に出れば外国の料理も容

易に口lとする乙とができますし、また反面、昭和初期の凶作や終戦前後の

飢えの苦しみを知っている者もだんだん少数世代となってきております。

都会生活者は食糧の 10 0 %を外部に依存しておりますし、頼りの食糧

生産者は日本人の 3割にも満たない現状であります。乙の農業者で日本全

体の食糧を賄うととはとてもできないから驚〈ほど大量の食糧を外国から

輸入しているのであります。現在の食糧の需給率は総合では約 70%、穀

物のみだと 40%にも満たないのが現状であろうかと思います。乙うした

輸入食糧というあなたまかせの薄氷の上で日本人はいま金にまかせた飽食

を続けているといっても過言ではないであろうかと思いますが、異常気象

や人口の増加、そして石油パニック等々、乙の薄氷の割れる原因は幾らで

もあるわけであります。食糧の輸入がストップしたらどうなるか、乙れは

背筋の寒くなる思いがするわけであります。

乙うした留の状況を背景にしながら、当市としましても米の需給率を上

げるために、また関連作物の増産を目指しまして少なからぬ努力をなさっ
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てこられたと思うのです。

そ乙で、御質問申し上げたいのですが、まず第 1点は、中核農家の育成

についてでありますが、これらの諸施策もさまざまな角度から当局も力を

入れていままで推進をなさってきていることと思いますが、どのような施

策を行って乙られたか明らかにしていただきたいというように思います。

また、その施策lζ 応じた成果について一つお聞きしたいと思います。

次lと、第 2点目は、次代の農業を担う慢れた農業後継者の育成について

でありますが、これも施策的には推進をなさってきていると思いますので、

どのような推進をなさってきておられるか御答弁をいただきたいというよ

うに思います。

次lζ 、健康な土づくりという乙とでございますが、乙の件につきまして

は、最近は化学肥桝の過度の依存や土醸の有機物の減少や塩類の過剰投棄

などが生じまして、地力が大変低下しているんではないかというふうに考

えますので、どのような施策が講じられておりますかお尋ねをするもので

あります。

農業lζ 関しては以上であります。

次の、青少年の非行化防止対策についてでありますが、最近ほおきます

青少年の非行化はとどまる乙とを知らず、増加の上昇はその極に達した感

がします。特lζ 乙乙 10年間、非行は暴力化をしまして、家庭、学校、社

会へと広がり、非行の低年齢化や女子の非行も激増しているのが現状でご

ざいます。

乙うした全国的な傾向を受けまして、当市においても非行化が進んでき

ているのではないかというように考えます。乙の青少年非行化lζ対する取

り組みというものは教育委員会、あるいは現場の学校長、あるいは父母が、

それぞれが責任のなすり合いでは一向に前進をしないのであります。乙う

した問題の望ましい取り組み方は、地域の町内会や PTA等が一体となり

まして、学校区を単位とした市民組織へ連動させて一大市民運動としての

展開をしたらよいと思うのです。

たとえば、非行化防止実践運動組織は、中学校の範囲で学校、地域関係

機関が一丸となる乙とが肝要でありまして、申学生の活動範囲の広域化、

小、中学校の連携、市民のコミュニティ意識などの現状から乙れが推進会
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の結成は、区の推進本部が中学校、地域lと呼びかけて、実情lと合わせて住

民が自発的lζ 参加できるよう十分協議をする。さらに事務局は中学校に設

置する。また中学校区推進委員会の当面の活動内容としては、地域の日常

活動に非行防止機能を持たせて、長期の健全育成もさる乙とながら、当面

の非行対策に重点を置いたらよいと思うわけであります。

活動例としては、 1、学校地域の情報交換、 2、校区内の非行化防止活

動であり、協力巡回、親子懇談会、地域内教育懇談などが具体的な活動と

なるわけでありますが、きて当市といたしましては、乙の種の施策はそれ

なりに講じられてきていると思いますので、いままでどのように推進をさ

れてきましたかお尋ねをするものでございます。

また、私の提案をする市民運動としてのとらえ方、市民運動としての取

り組み方につきまして市長の御所見をお聞かせ顕いたいというように考え

る次第であります。

きて、次lと3点目の福祉の手引きや福祉のガイドブックの発刊ができな

いかという質問であります。

最近は、全国的な傾向としまして福祉が後退しつつあるといわれており

ます。乙れは日本経済が高度成長期を背景ほしましてさまざまな形の福祉

行政が各地方自治体においても進んできたのですが、経済的lζ 低成長期に

入ると同時に福祉行政も福祉を必要とする人lζ 適正な福祉をというように

見直されてきています。

当市の福祉制度を見てみますと、その制度が多岐にわたるために市民サ

ーピスにも適正を欠くことがあるようでございます。また所管の職員の中

にもその制度lζ精通をしていない人もあるようでございますので、制度の

活用の円滑化を図る上からも乙の福祉の手引きを発刊できないかというよ

うに思うわけであります。

当市におきましては、身障者向きの手引きはあるようですが、福祉と言

えば大変幅広く、母子、父子から老人、子供の保育に至るまでさまざまで

あります。私も日ごろから市民の方々に接して、相談を持ちかけられる乙

とが多いのですがーーたとえば身体に障害のある子供の教育や機業をどう

したらよいかとか、あるいは父子家庭に対するどのような制度があるかと

か、ねたきり老人に対して身の回りの世話をしてくれる人がほしいがどう
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また生活保護を受けたいがどのようになっているか等々の相談で

ございます。

こうした相談は乙たえるために、福祉の手引きやガイドブックがあれば

かとか、

大変に役lζ 立ちますし、当市の福祉制度を市民に理解をさせるためにも大

変便利であるというように思います。乙れが発刊を提案するものでありま

すが、いかがでありましょうか。

次lζ 、第 4点目でありますが、一輪車をスポーッ教材lζ採用できないか

という問題であります。

御承知のように、一輪車の効果としては敏捷性、平衡感覚、体力増強、

精神力の養成lと投立つ乙とであります。また、一輪車の魅力としては、 1、

新しい自由運動の喜びが味わえる、 2、身体の健康lζ非常に有益で、スタ

ミナ増強や肥満対策等バイタリティを保てる、 3、小学校から大学まで広

〈クラブ活動lと理想的、 4、年齢、性別にかかわらず刺激的なスポーッ、

5、他のスポーッ lと全くないそのユニークな走行パターンや技術の組み合

わせの操作lζ は美的感覚が伴う、 6、室内、オフィス、公園、路地、廊下

などでも乗る乙とが可能である。

乙うした乙とから、ぜひ一輪車を学校教育児取り入れて体育教材にした

らどうかというように私は考える次第でございますが、乙の件tと関する御
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所見を承りたいというように考えます。

それから、最後の 5点目の交通安全施策についてでございますが、乙の

種の施策は人命尊重という意味から非常lζ大事な施策であるというように

私は常々考えております。

そ乙で、御質問するわけでございますが、乙うした安全施設の整備や点

検についてどのように行っているかお尋ね告するものでございます。申lζ

は老朽化しているものもありますし、また修理を必要とするものもあろう

かと思われますので、そうした観点に立って御質問をするわけです。

また、もう 1点、最後の小さい 2点目でございますが、カーブミラーの

設置が非常に多くなってきております。当市也事故防止のために相当数の

カーブミラーが設置されてありますが、しかし汚れていて見通しが悪くな

ったり、長い間鏡の方向が安全方向を向いていなかったりで、市民から修

理依頼があっても管理に手間取るのが現状であります。
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そこで、カーブミラーに番号を付けて、役所に番号の台帳を置いておけ

ば、何番のカーブミラーが破損していると役所に電話するだけで舷損個所

も簡単lとわかり、対処方が円滑に運ぶと思いますので、乙のカーブミラー

の登録番号制度を提案するものでございますが、乙の件lと関しまして市長

のお考えをお伺いするものでございます。

以上、 5点はっきまして御質問をいたしますが、また市長の答弁lとより

まして再質問をさせていただきたいというように考えます。

以上でございます。

(市長半海良一君登壇)

。市長(半揮良一君) 石井武敏議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、農業施策についてでございますが、その第 1点の中核農

家育成についての諸施策はどのように推進されているかという御質問でご

ざいますが、まず実施しております事業は農業基盤整備でございます。そ

の主なものは、ほ場整備事業、農道舗装、小規模土地改良事業等でござい

ます。

さらに、申核農家の経営規模拡大のため、農用地を農地法によらず貸借

できる農用地利用増進事業lζ奨励金を交付し、促進を図っております。

また、中核農家の経営合理化を図るため、施設、機械設備等購入資金lζ

利子補給を実施をいたしております。

第 2点、農業後継者の育成についての御質問でございますが、市内 4 0 

最までの農業後継者 55名で農業企画研究会を結成し、花井、野菜、畜産

の各分野で研修活動をしており、また 30歳未満の農業青年グループにつ

いても将来を期待し助成を行い、育成lと努めていると乙ろでございます。

また、農漁業後継者の結婚に対し奨励金を交付し、育成を図っておちま

す。

第 3点の、健康な土づくりについてどのような施策が講じられているか

との御質問でございますが、ややもすれば農家が化学肥料に頼りがちであ

り、不足する有機物を補うため、農家の堆肥づくり、畜産農家で生産され

る堆肥等の利用を農業改良普及所ともども推進していると乙ろでございま

す。

大きな第 2点、青少年の非行化防止対策についてでございますが、小さ
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同
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な第 1点、防止対策はいままでどのように推進されてきたかという御質問

でございますが、当市といたしましては館山市青少年問題協議会におきま

して館山市青少年健全育成対策基本方針を策定し、これを各関係機関、青

少年育成団体等と推進しておると乙ろでございます。特に青少年の非行の

自といわれております酒、たぱ乙、シンナーなどを体験しやすい祭礼及び

夏休み等の対策はっきましては、市、防犯協力会、警察署、青少年相談員、

学校、 PTA等各関係機関、各団体が連携を持ち、合同祭礼パトロール、

夏期防犯パトロール、年末、年始パトロール等を実施しております。

また、警察署、青少年相談員及び関係団体による青少年育成懇談会の開

催、各地区青少年行事への積極的な参加を推進して、青少年を健全lζ育て

るコミュニティ活動を推進していると乙ろでございます。

次lと、第 2点、市民運動としての取り組みについてどう考えているかと

いう御質調でございますが、現在、関係団体及び関係機関代表 14 2名に

よる青少年育成館山市民会議が組織されております。乙の組織は青少年関

係団体及び機関が青少年育成事業の提供、各地区部会の活動等を推進し、

行政施策の呼応とともに自主的tζ 青少年を育てる市民運動を展開してい乙

うとするものでございます。

中学校区としての市民運動についてでございますが、現在、市民会議地

区部会、学校及び青少年相談員等による申学生の健全育成連絡会議を持つ

べく推進をしておりますので、乙の提案の市民運動に結びっくものと期待

をいたしていると乙ろでございます。

大きな第 3点、福祉の手引きやガイドブヲクの発刊ができないかとの御

質問でございますが、福祉行政令推進するためには広く市民の方々に福祉

制度を理解していただく乙とがきわめて重要であると考えております。乙

のため市ではさきに全世帯は配布いたしました市民暮らしの手引きに福祉

の大綱を掲載するとともに、毎月の広報に福祉コーナーを設けて新しい制

度や改正された制度等をお知らせしております。乙のほかそれぞれの制度

ごとにパンフレット等、国県から配布されているものも必要に応じて随時

御利用いただいております。また毎年福祉の現況として制度と実績等をま

とめた冊子を関係者に配布して御活用いただいております。

しかしながら、福祉制度の内容等について、まだ十分理解されていない
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面もあろうかと思いますので、御指摘の趣旨に沿いまして今後考えてまい

りたいと思います。

第 4点、一輪車をスポーッ教材にできないかとの御質問でございますが、

この関係につきましては教育長より答弁を申し上げます。

第 5点、交通安全対策についてでございますが、小さな第 1点、安全施

設の整備や点検はどのように行っているかという櫛質問でございますが、

櫛質問の施設の整備、点検については、館山市交通安全施設整備 5カ年計

画lζ 沿い施設整備金実施し、点検は担当課及び交通指導員 lとより実施をい

たしております。

す。

第 2点の、カーブミラーの登録番号制度についてでございますが、通報

時の施設確認など施設管理上有効と考えますので、検討してみたいと考え

ております。以上、答弁を終わります。

。教育長{安田豊作君} 質問の第 4点、一輪車をスポーッ教材にできな

いかという乙とでございますが、おっしゃるとおり一輪車は集中力及び平

しかしながら、全地域内の、たとえばカーブミラー 670基を常時点検

はできませんので、一般住民による通報も相当数ございます。その都度安

全施設を記載した部落位置表示台帳により対応しておるところでございま

衡感覚を養成するのにはユニークで適切な教材であると考えておちます。

現在、市内の小学校lと約 40台保有されておりますが、一部に限られて

おります。その多くは地元の有志の寄附によるものでございます。

現在、市内の小、中学校では多種目のスポーッが盛んであり、積極的に

児童、生徒の健康、体力づくりを推進しておりますので、現在のところ一

輪車を教材として導入することは考えておりません。

以上です。

02 0番(石井武敏君} ただいま市長からるる御答弁がございました。

それで、私は再質問したいんですが、少し細部にわたりますので、細部

にわたって少し明らかにしておきたい乙とがございますので、御質問申し

上げますが、まず第 1点の農業施策についてでございますが、御答弁はよ

りますと、当面の施策としましては、ほ場整備事業、あるいは農道の舗装、

あるいは小規模土地改良等の実施、また、中堅農家の経営の拡大のために
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農用地を農地法によらないで活用していく農用地利用増進事業ですか、こ

れを推進しているということでございます。私は考えてみまするに館山市

内の中堅農業者の悩みの申でその主たるものは、いわゆる耕作面積がもう

少しほしいという要求や現場の声があるというように私は感じ取っている

わけでございます。

そこで、御質問するわけなんですが、御答弁によりますと、乙うした中

核農家そ育成するために農地法によらないで農地利用増進法ですかー一一乙

れはおそらく新しくできた法律であろうと思います。いままでの農地法で

は土地の貸借が非常にむずかしくて、借りにくい、貸しにくい、また借り

たら返しにくい、そうしたいままでの農地法の支障から、もっと枠を広げ

て、もっと利用できるように、借りやすいように、使いやすいように農地

の耕作面積を広げようという趣旨があって乙の増進法ができたと思うんで

すよ、乙の増進法の趣旨というものは。

しかし、私は増進法で本当lζ十分なのかどうなのか疑問を持っているも

のなんです。そ乙でいま御答弁にありました農地利用の増進法の適用につ

いて、乙れを現在適用なさっていると思うんです。そしてどのように枠が

広がってきておりますか。その増進法を適用した実態につきまして、増進

法につきましでもう少し明らかにしていただきたいと思います。

といいますのは、私自身は先ほど言いましたように増進法だけでは十分

ではないんじゃないかという疑問を持っておりますので、乙ういう形の質

問になるわけです。ひとつお願いします。

ぞれから、もう 1点、御答弁の中で、いわゆる経営の合理化のために、

いわゆる施設や機械等の設備に関しまして利子補給を実施している、乙れ

は私も承知しております。

私は、かねがね思うんですが、農業用 lζ 使うトラクターにしても、耕運

機にしても、さまざまな機具が非常に価格が高いという乙となんです。非

常に高価である、高過ぎる、いわゆる所得に対して非常に大きな設備投資

をしなきゃならない、そういった機具の購入のための投資をしなければな

らない、乙の辺で何か施策的lとそれを補っていく、助けていくようなもの

ができないかというように考えているわけです。

たとえば、私も本会議で、かなり前でございますが、御要望申し上げた
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中で、農業施策の中で、乙うした農用機具の貸し出しの制度が何とかとれ

ないかどうかという提案をした乙とがあります。非常に問題が大きいので

すぐというわけにはいかないと思うんですが、しかし現状を見ますと、非

常はこうした館山市の農業人口から推察いたしますと、機械を多く使わな

ければならないような現状になっていると思います。

というのは、先だっていただきました館山市の統計の資料の申を見ます

と、昭和 54年から 58年まで農家人口というものは、昭和 54年には 1

万 34 2 0人から 58年には 1万 20 8 8人というように減少をしてきて

いるんです。逆lと先ほど言いました農業用機械の所有台数は伸びてきてい

るんです。たとえば、動力耕運機、農用トラクタ一、乙れが昭和 54年lζ

282 1台、ずっと 58年には 30 9 4台というように伸びてきている。

田植え機についてもそうです。 900台から 1300台まで伸びてきてお

ります、昭和 54年から 58年まで。

乙うした現状を踏まえてお尋ねをするんですが、こうした農機具の必要

性を十分背景にしながら、乙うした貸し出しの制度ができるかどうか、可

能かどうかお尋ねをします。まずその点だけ。

。経済部長(高山隆男君) 農用地利用増進事業、乙れについての利用状

況でございますけれども、まず農用地利用増進法lと基づきます増進事業が

施行されたのが 55年の 9月 1日という乙とでございます。そして 56年

に 7. 1 ~、それから 5 7年度には 27. 1 ~、 5 8年度 17. 4弘、 5

1. 6誌が乙の増進事業tζ基づきまして賃借されております。

ちなみに、乙の増進法を適用しますと、耕作の面積一一田んぼ、あるい

は畑を乙れに基づきまして貸し出ししますと、それに対する奨励金が出る

ようになっておりますけれども、乙の奨励金はそれぞれ契約の年数一一一3

年から 6年、 6年から 10年、あるいは 10年以上というふうな段階があ

りまして、 1万円から 2万円、 3万円という乙とになっておりますけれど

も、乙の奨励金の実摘でございますけれども、 56年度が 135万 200

0円、ぞれから 57年度が 481万 70 0 0円、 58年度が 391万 40 

o 0円、 3年間のトータルとしましては 10 0 8万 3000円の交付にな

っております。

乙れは、石井さん御存じでございましょうけれども、乙ういう乙とで農
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地の貸し借りをスムーズ{とする乙とによって、経営規模を拡大していこう

というのが目的でございまして、これは画期的な事業であろうというふう

に考えております。

それから、農業機械の共同購入といいますか、共同利用という点でござ

いますけれども、これはなるほど理想的にはそういうことでございましょ

うけれども、個々の農家が使う場合は使う時期が全部一様になるわけでご

ざいます。ですから使いたいときに、乙ういった採算に合うところの機械

を準備しておりましでも、使うのが一時に全部集中してしまうという面が

ありますとともに、また使うときには非常に便利に使ゥても、ややもする

と自分のものでないと後の後始末という乙とで問題があるんじゃないかと

いう乙とで、機械の損耗というものが非常に大きいわけでございます。ま

して、農業そのものが個々の個人企業という乙とで進んできましたので、

共同による貸し出しというものは非常になかなか農家には受け入れがたい

という乙とでございまして、ぞれならば個々が購入するものに対する利子

補給の方が受け入れやすいじゃないかという乙とで、現在のと乙ろは農業

機械の購入資金の利子補給という乙とで農業育成を進めているわけでござ

います。

以上でございます。

02 0番(石井武敏君} ただいま御答弁いただいたわけでございますが、

農機具に関しましては、乙れは私の知る範闘では組合でそういった貸し出

しをやっている組合もあるかに聞いておりました。乙れは小さな組合で少

数の人lと対するもので……。そうした乙とから借りた実態をよく検討なさ

り、研究なさり、検討を重ねていただきたいという要望をして乙の件は終

わります。

また、増進法はっきまして、乙れは非常に期待すると乙ろが多い法律で

あろうと思います。その枠を広げて豊かな耕地面積を取得一一取得という

よりも利用できるように、推進するようにひとつはからっていただきたい

乙とを、乙の場をもちまして要望しておきます。

次iζ 、青少年の非行化問題につきまして御質問したいと思うんですが、

乙れは先ほどの御答弁によりますと、さまざまな施策が講じられておるよ

うでございます。その申でも御答弁の内容はよりますと、青少年非行化問
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題の一番根本となっているもの、乙れが館山市青少年市民会議ですか、先

ほど御答弁されました市民会議 14 2名で構成されているというように市

長から御答弁ありました。乙れは市民会議が各地区部会という活動を推進

しているというように答弁から承ったわけでございます。

そこで、一番館山市として市民会議、いわゆる館山市というよりも館山

乙の会議はおそらく館山市が全面的に補助金を出して、

パックアップをして、リーダーシップをとり、市の方からさまざまな資制

を提供し、提案し、そして市民会議そのものをリードしていく、乙ういう

ように私は考えて御質問するわけでありますが、この市民会議はいつ結成

市にある市民会議、

乙の市民会議が幹はなって

乙としはいままで何

されたのか、その辺を少し明らかにしていただきたいと思います。

。民生部長{鈴木 力君) 青少年育成市民会議につきましては、昭和 5

4年 6月 25日に結成されております。

020番{石井武敏君) それで、おそらく、

いろんな方針を目指しているんだろうと思いますが、
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回お聞きになりましたか、御質問いたします。

O民生部長(鈴木 力君) 市民会議の開催につきましては、全体で行い

ます運営委員会、それから総会が年 2回程度開催されておるわけでござい

ますが、そのほかに市内各地区、 10地区の地区部会というものがござい

まして、乙乙におきましては地区会議、ぞれから地区活動というものが随

時間かれておるというのが実態でございます。

020番{石井武敏君) 私の質問は、乙とし何回開かれましたかと聞い

たんですが、どうでしょうか。

O民生部長(鈴木 力君) 5 9年度の市民会議の開催につきましては、

乙の 6月 28日に開催することを計画しております。

020番(石井武敏君) 乙れから開催なさるようでありますが、年に 2

固という乙とで、非常に大事な協議会一一大事なテーマを取り上げて、

年間の方針を打ち出す会議でございますので、その会議を開催するのが非

常に遅いんではないかという考え方と、それともう一つは年 2回で回数が

少ないんではないかなと、乙れでいいのかなと私は感ずるわけでございま

1 

す。それは私の感じでございますが、当局ではそれで十分だというお考え

かもしれません。
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そこで、御質問するんですが、乙としのテーマとして打ち出されるもの

は、どんなものを打ち出しますか。乙れはおそらく市の方でリーダーシヲ

プをとって、いろんな情報を提供しておると思いますので御質問するんで

すが、資料があったらでいいですが、なければないで結構です。

。民生部長(鈴木 力君) 5 9年度の計画の案といたしましては、 1つ

の基本方針といたしまして、青少年健全育成に関します情報、資料の提供

を行うという ζ とでございまして、乙れは県民会議、あるいは県の施策等

と合わせまして各関係機関で乙の市民会議を通しまして情報を提供すると

いう乙とが一つ。それから 2っ目は、青少年の地域の環境調査、乙れはっ

きましては、青少年の非行化の背景となる、要因となる、たとえば有害図

書、あるいはまたゲーム機、乙ういうものに対する地域の実態調査等でご

ざいます。それから 3つ目は、憧全な家庭づくりという乙とでございまし

て、乙れは県におきましでも乙としから毎月第 3土曜日を少年の日と定め

でございます。また同じように毎月第 3日曜日を家庭の日としております。

その少年の目、あるいは家庭の日のあり方、啓発、普及などにつきまして、

それらを市民会議で提唱してまいります。 4番目は、地区部会の活動でご

ざいますが、部会が申学校区会議、パトロール、行事の棺互支援、協力体

制につきましての強化を図ってまいりたいという乙とでございます。

020番(石井武敏君) 市民会議のテーマとして、いま御答弁いただき

まして、輪郭はだんだんはっきりいたしましたが、いわゆる情報費斜の提

供とか、有害図書、ゲーム機にかかわる青少年の実態調査等々、いまお答

えになりましたけれども、そうしたものが、市民会議で方針を打ち出され

たものが結局具体化になっていくのはその下にある一一ーたとえば市民会議

は幹であればその根っ乙になっているのが各地区部会であるように承るわ

けですが、その辺で私は御質問するんですが、先ほど雷いましたように乙

の問題は、教育委員会は父兄に責任がある、家庭に責任がある、家庭は学

校の先生に責任があるというようなたらい回しでは絶対に解決をしないと

いう乙とです。ですから、乙乙で市民ぐるみのお互いに責任を感じ合う、

そうした総合的な立場に立って、総合的な組織をつくって活動していって、

運動していって効果を上げなければならないというように考えているわけ

でございます。
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そこで、質問するんですが、乙うなりますと、各地区部会で実際小学校、

中学校区の単位になるんじゃないかと思いますけれども、どういう単位で

一一一実際の活動というのはどうなんですか。たとえば市民会議でテーマを

打ち出しますね、それがどういう活動か具体化になるのは各地区部会だと

思うんです。どういう活動をしていますか。

。民生部長(鈴木 力君} ただいま御指摘のように各地区部会を見ます

と、農村地帯は大体 10団体程度が中心となっております。ぞれから、な

お都市部におきましては 20から 30団体の地区があるわけでございます。

各国体がそれぞれ自主的に活動を行っておるわけでございまして、さら

に青少年の育成のため横の共同体制、情報交流を行おうとするものでござ

いますが、それぞれの団体の理解と協力がなければ乙の部会というものの

運営もむずかしいわけでございます。

そういう乙とから、行政におきましても乙の市民運動に対して支援、指

導というものを今後とも行っていく考えでございます。

020番{石井武敏君} もっと突っ込んで具体的に御質問したいんです

が、乙れ教育長お答え願いたいと思うんですが、非行化が非常に低年齢化

の傾向をたどっております。おそらく当市もそういう実例が出ていると思

います。

そ乙で、御質問するんですけれども、乙うした中、小学校生徒の非行の

実態、乙れをお調べになって掌握なさっておりますか。また、掌握なさっ

ているとすれば、そうした中で具体的にどういう傾向があらわれて、どう

いうものにーーたとえば、私は、考えられる乙とは、夜間棒鋼とか、酒と

か、たぱ乙とか、登校拒否とか、窃盗とか、いろいろとあると思うんです。

そういう申で情勢分析をなさって掌握しておられますか、件数につきまし

て掌握なさっておりましたらお答え願います。

0教育長{安田豊作君) 実態というもののつかみ方についてでございま

すが、いちばん教の上で出ておりますのは、警察がとらえております不良

行為少年の補導の状況と、ぞれから、乙れは検挙きれない、犯罪にならな

いものですけれども、非行少年検挙補導状況というのが乙乙はあります。

ただ、館山警察署管内ですから、館山だけでなくて館山から保田までの

範囲内になりますけれども、乙れで見ますと非行少年が申学生で 51件あ
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ります。その中で一番多いのは自転車のどろぽうといいますか、次が万引

き、こういう数でございます。それから不良行為としては中学生で 73件

あります。乙の一番多いのは深夜俳個 33件、喫煙が 13件、こ乙いらが

多い数のようです。

ただ、数はこういうことで出ておりますが、私どもが教育委員会として

乙ういう非行の問題について最近一一ーということは、 3月からいままでの

間lζ3つの調査をしております。

その 1つは、中学生の意識調査でございます。中学生は一体どういう考

え方をし、どういう行動告しているかという、これは悉皆調査ですから全

員の調査をいたしました。

それと、もう 1つは、乙れも全国的に問題になっておりますいじめっ子

の調査もいたしました。これは抽出でございますけれども、館山市の子供

のいじめっ子の実態はどうなっているかというような乙とでございます。 I j 

乙れは内容的はちょっと触れますと、いじめられたという経験のあるの詰 ! 趣
89%、ですから小学校の男子で 90%近い、女子も 89%というような j 士

乙とで数の上では非常に多いわけですけれども、その内容を見ますと全国 I ~ 

的な統計では仲間外れにされたという乙とが子供のいじめっ子の中の最高

になっておりました。しかし館山市の場合は、あだなを言われたり、悪口 i 耳
を言われた、いわゆるひやかされたというのが 30%一一物 3分の 1で最 i き
高でございます。乙ういう乙とから見ますと、全国的に問題になっている 1 1 

いじめっ子の問題は学校登校拒否とか、そういうと乙ろにつながっている I c 
といわれておりますが、乙ういうと乙ろから見ると全国的な傾向に対して ! と

民

右
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v
j
 

ζ 

C 

~I 
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u 
そ

かなり健全な方向にあるというように見ていいじゃないか。 I 層

それから、もう一つは家庭教育が非常に問題になっているとおっしゃい I l 

ましたが、では一体、家庭の日というのがありましたが、家庭の日をどう i 費
考えているか親の調査をいたしました。ぞれについて、家庭の日をどのよ ! τ 

うに過ごしたらいいかという聞いに対して、家の仕事をするとか、健震づ

くりをしているというのが最高でございます。どっかへみんなで出かける I 1 

というのが第 3位になっておちます。ぞれから家族構成は、 3世代同居に j 犬

ついてどうかという乙とについて、 3世代同居を望むが 59%、少数一一一

いわゆる核家族が 33%、その他、乙れまだ集計中でありますが、大体の 1 ~ 

-6 .( -



7
;
;
1
1
{
a
f
F
 

見当はそういう乙とであります。

そうしますと、子供についても家庭についても全国的な傾向に対してか

なり健全な傾向にあるんだというようなとらえ方をしております。

う乙とから、学校、各家庭、子供と協調をして鐘全育成に力を注ぎたい、

こういうふうに考えております。

020番{石井武敏君) 館山市内の非行化、いわゆる中、小学生の非行

化につきまして、館山署管内のとらえ方でなくて一ーす富山署管内では小学

生が自転車、万引き等 51件、乙ういうふうに出ておりますが、やはり館

山市内も明確に掌握をしていただきたいという乙とを榔要望いたします。

その件に関しましては質問を打ち切ります。

また、一輪車に関しましでも、御答弁で了承いたします。

次lと、福祉制度の福祉パンフレット、福祉の手引きですか、

まして御答弁の内容では、私は乙ういうふうに聞いたんですが、御指摘の

趣旨を考えて今後検討します、というんですが、もう少し明確にしていた

どういうふうに検討なさるのか。もう少し方向性をはっき

乙うし、

乙れにつき

だけませんか。

りしてください。

ぞれから、カーブミラーにつきまして、乙れも御答弁の中では、私の提

案は有効と考えますので検討いたします、という乙とですが、乙の点につ

きましでも、もう少し答弁の輪郭を関係部長さんで結構ですから明確にし

てもらいたいというように思います。

。民生部長{鈴木 力君} 福祉の手引き、あるいは福祉ガイドブヲク、

乙れはっきましては、先ほど市長から御答弁申し上げましたようにその制

度の、各福祉六法の制度の内容、あるいはまたその状況等はっきまして、

乙れからどういう内容にするかを検討したいという乙とでございまして、

できる限り早い時期に発行したいというふうに考え発刊につきましては、

ております。

ぞれから、カーブミラーの登録番号制でございますが、

5 9年度乙れから設置するものにつきましては番号というものを各

カーブミラーに入れていくという乙とでございます。

乙れにつきまし

ては、

t晶画

なお、既設のものはっきましては、約 610基程度市内にあるわけでご

ざいますが、乙れらにつきましても早い時期に、できれば来年のうちにカ
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ーブミラーに登録番号を入れていく、乙のように考えております。

020番(石井武敏君) 福祉制度の手引きにつきまして、発刊はできる

だけ早い時期lとするという乙とでございますので、その点よろしくお願い

したいと思います。

また、カーブミラーの番号制度の採用につきましでも、 59年度から早

速取りかかるということでございますので、私の質問は以上で終わります。

O議長(石井 正君) 以上で 20番議員君の質問を終わります。

次、 2番議員田沢勝信君。御登壇願います。 I

( 2番議員田沢勝信君登壇)

02番{田沢勝信君} 私は、すでに通告しであります 2点にわたり御質

問を申し上げます。

第 1点目は、中小零細事業所lζ働〈従業員に対する退職金支給制度の促

進施策についてであります。

すでに、御承知のとおり、中小零細事業所で働く従業員のための退職金

制度といたしまして、中小企業退職金共済法及び所得税法施行令第 66条

に基づく商工会議所等の特定退職金共済がございます。乙の制度の促進に

つきましては、館山市商工会議所機関紙でも館山市内事業所で働く従業員

のための特定退職金共済制度を実施しておりますが、乙の制度は館山市商

工業振興対策の一環としてま乙とに重要な事業であります。市としても乙

の制度推進には積極的に促進をいたしたいとする市長の決意のほどを掲輔

されております。また、私どもも退職時にまつわる多くの相談を市民から

受けるわけでございますが、せめて現行で実施し得る退職金共済の加入の

御理解が関係者の方々にあったなら最悪の状態は防げたはずなのにと思う

乙としばしばであり、さきに述べた両制度の促進については積極的に運動

を進める決意であります、そのような認識の上で提案を含めた御質問をい

たしたいと思います。

小さな第 1点としまして、市内における中小企業退職金共済、あるいは

館山市商工会議所の特定退職金共済の加入状況、特lζ数について事業所規

模別に御貌明を願いたいと思います。従業員規模別の事業所の乙の制度へ

の加入状況の検討は乙の制度促進にとって不可欠なものでございます。

次iと、中小企業退職金共済への市内の加入状況を大まかに見ますと、加

畠

4'璽

h
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E
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入事業所数 100事業所、被共済者数 583人です。特定退職金共済の加

入は事業所数で 156事業所、被共済者従業員数が 1108人です。加入

率を統計的lと見ますとまだ多〈の従業員の方は何らかの原因で加入されて

いないように判断できます。乙の原因について市としての把握なり、市長

の所見なりをお聞かせ願います。

小さな 3点目として、乙れらの制度を促進するため、どのような市とし

ての施策をお持ちなのか、所見をお伺いいたします。その際、千葉県下半

数近い自治体におきまして、地域事情を考慮し、その実情lζ合わせた退職

金共済掛金補助等を行い、促進させておりますが、そのような制度を検討

し、実施するお考えはないものかどうかお答え顕いたいと思います。

次に、大きな第 2点目として、半導体企業進出問題について御質問いた

@ 

l

f

 

します。

今回進出を計画されている企業は超 LS 1の生産を行うという乙とであ

りますが、その生産には大量の地下水源からの取水、大量の有機塩素系化

学物質の使用と大量の排水を伴うものである乙とは明らかです。乙の点に

ついて市民から化学物質使用に伴う地下水汚襲、あるいは河川の汚染の不

安が出ております。また地下水源からの大量取水は、周辺井戸を持つ方々・

ばかりでなく、地下水を水源とする市水道を利用する市民にまで大きな不

安を与えております。

私は、乙乙 lζ化学物質による地下水汚染調査等に関する 3つの貴料を持

参しております。その 1つは乙れでございますが、環境庁水質保全局水質

管理課が昭和 57年に実施した有機塩素系化学物質による地下水汚染実態

調査結果の報告であります。乙の調査から 2つのととを指摘して確認をお

願いしておきたいと思います。

第 1Iζ 、すでに昭和 56年から 57年にかけて飲料水ガイドラインを超

えたトリクロルエチレン、テトラクロルエチレシが地下水源から検出され

た事例が東京と神奈川から報告されている乙と。そ乙でまた次のように述

べていますが、事例は乙の時点で必ずしも多くないが、乙れに対し環境庁

iま地下水が汚染されていないという乙とではなく、汚染に気づいていない

ため調査事例が少ない乙とによるとしております。最先端技術企業におけ

る公害はないという乙とがよくいわれますが、乙の乙とを合わせて考えて
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いただきたいと思います。

第 2(と、環境庁の昭和 57年度調査結果、検出率の高い物質としてトリ

クロルエチレン 28 %、テトラクロルエチレン 27%、トリクロルエタン

14%、四塩化炭素 10 %と検出事ではベスト 6にいずれも入っておりま

す。乙のことは河川においてもトリクロルヱチレン 39%、テトラクロル L 

エチレン 36%と検出率が高く特徴的であるというように述べております。 i

乙れについて環境庁は地下水の汚染は予想外に広範な規模で進んでいる乙 t 

とが懸念されるとしております。また、地下水は一度汚染されるとその回 j 

復がきわめて困難と考えられるので、汚染が放置されるのではなく早急に

地下水質の保全のための措置を講ずることが必要だとしております。 I

次lζ 、資制の 2っ目、半導体工場による地下水の汚染についてのもので T 

あります。乙れであります。乙の資料によりますと、昭和 58年末、兵庫

県太子町の東芝工場の下流にある水道用水源の井戸より環境基準を超える 持

トリクロルエチレンが検出、 3カ所の水源井戸中 2ヵ所から O.407P

PM、 1カ所から O.076PPM、また腐辺の井戸 300本を調査した 4 

と乙ろ、乙のうち 100本から O.03PPMを超えるトリクロルエチレ

二Jが検出されたとあります。環境庁では断定する乙とは控えておりますが、 4 

汚染が同町の東芝工場である疑 い が き わ め て 強 い と し て お り ま す 。 ，

資料の 3っ目、乙れはすでに午前中の討議等にも出ておりますが、昨年 司

1 0月 30日付ニムーヨークタイムスであります。記事を要約いたします

と、シリコンバレーが含まれるサンタクララ郡の南方一帯に飲料水を供給 t 

する地下水層が有害化学物質、特lとシリコンチップの洗浄lと使う有機容剤

の一一一乙乙でもまた同じ名前が出ておりますが、トリクロルヱタンあるい

はトリクロル酢酸で汚染、汚染者はシリコンチップメーカ一、地域住民 3 .) 

o 0名が何らかの健康障害、あるいは高い率の死産を経験している乙とが t 

明らかになったとあります。

なお、乙乙で取り上げたトリクロルエチレン、トリクロルエタン、ト q

クロル酢酸という化学物質は継続的lと人体lζ吸収された場合lζ は体内lζ蓄

積し、肝障害、腎障害、または中枢神経障害を起乙すおそれがあり、トリ 4 

クロルエタン、トリクロル酢酸についてはマウスによる発がんが穆認をさ 「

れているものであります。
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こ乙で、乙の 3つの資料を私があえて確認いただいたのは、市民の不安

については現実的な根拠があるものだという乙と。市長は市民の健康を守

るという乙とを第一に考えるべきではないのかと思うからであります。

そのような観点から御質問いたします。すでに、宅地開発事前審査につ

いて市長は了解をくだしたようでありますが、水質の汚染は絶対にないの

か、市民の不安解消にこたえた上での了解とはどうも判断し得ない、した

がって万が一、地下水源等の汚染lとより飲料不可能などという事態!となっ

たら、市長はどう対処され、どう責任を明らかにしていくのか。

次lζ 、同じ観点から工場の地下水源からの大量取水による周辺井戸への

影響はないとの判断かと思われますが、仮lζ 市民の不安が現実になったら

市長はどう対処され、どのような責任を明らかにするのか。

以上、大きく分けて 2点にわたり質問いたしましたが、答弁により再質

問をいたしたいと思います。

(市長半海良一君登壇)

。市長(半揮良一君) 田沢議員の御質問lとお答えをいたします。

大きな第 1点でございますが、本市の中小企業における退職金共済制度

の現在の加入状況については、御指摘のとおり、中小企業退職金共済制度

の加入者は 100事業所で、商工会議所による特定退職金共済制度の加入

者数は 156事業所でございます。

乙れは、事業所規模別lと分析いたしますと、中小企業退職金共済制度で

は、 1人から 4人の規模については 33、 5人から 9人は 34、 10人か

ら 19人は 23、 20人から 29人は 5、 30人以上は 5事業所でありま

す。退職金共済制度では 1人から 4人の規模については 90、 5人から 9

人は 35、 10人から 19人は 19、 20人から 29人は 5、 30人以上

は 7事業所で、規模別には比較的小さな事業所ほど加入者が多いのが実情

でございます。

乙の制度の加入促進につきましては、従来から商工会議所とともに進め

てきたと乙ろでございますが、厳しい経済情勢の申で事業者の負担増につ

ながる問題でもあり、加入の増大ははかぽかしくないのが実態でございま

す。

市内事業所lζ働〈勤労者の将来の生活保障を確立する意味からも重要な
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さらに未加入者の実態を調査し、検討してまいり

たいと存じます。

なお、乙の加入lと対する補助金につきましては、発足当時、期間を限定

をいたしまして補助金を出しております。

第 2、半導体企業進出問題についてでございますが、通常 1Cの製造工

場では、洗浄、不純物注入等製造工程において種々の化学物質が用いられ

ておりますが、乙れらについて、たとえばガスに関しては高圧ガス取締法

等、薬品類lζ 関しては労働安全衛生法、毒物、劇物取締法等の規定lζ 基づ

き工程の密封化、処理施設の設置、換気の徹底、感知機の設置、保護具の

常設等さまざまな観点から各種の安全、衛生対策が講じられていると乙ろ

乙とでございますので、
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でございます。

なお、公害発生はっきましては、絶対にあってはならないものでござい

ますので、公害防止に関するあらゆる分野について検討、研究を重ねなが

ら、県の指導を得て公害防止協定等によって対処していく所存でございま

す。

なお、地下水につきましては、基本的iとは絶対に影響はないと考えてお

ります。今後とも公害防止協定iζ基づきまして常に厳重な監視体制をとっ

ていくつもりでございます。

以上、答弁を終わります。

02番(田沢勝信君} ただいまの答弁で再質問をいたしたいと思います

が、きょうの午前の質疑の申では、水の問題につきましては、もし周辺の

井戸に影響がある場合、市が責任をもって対処される、そのような答弁を

市長がしたわけであります。同じ問題といたしまして、公害が万が一発生

した場合は市の行政責任として考えているのかどうなのか。その乙とをま

ず明確にしておきたいと思います。お答え願います。

O市長(半海良一君} 公害については常にその監視体制を十分にしてい

きまして、公害の起乙らないようにいたします。しかし、万、万、万が一

起乙った場合には市の責任として対処してまいります。

02番(田沢勝信君) 公害が起きた場合は市長が行政責任をもって対処

するという乙とでありますから、乙の点tζ 関しましてもう少し細かい質問

議
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先ほど、私が環境庁の水質保全課の調査結果を明らかにしました。市長

は先ほどの答弁でも種々の基準が定められた法をもって、しかも監視をし

ていく、そのような答弁をされているわけでありますが、私も有機溶剤に

ついては種々の法律の中で管理が厳しく制限されている、その乙とはよく

存じております。しかしながら、地下水源がこれほど汚染されているとい

う現実もあるわけであります。

そ乙で、市長さんはお伺いいたしますが、乙のような地下水の化学物質

による汚染は、やはり先ほど午前中の議論にもありましたが、人災だとい

うふうに考えておられるのかどうなのか、乙の乙とをまずお聞きいたした

いというふうに思います。

私毛、半導体企業を見学した乙とがありますが、乙の化学薬品は必ずし

も全部が回収きれなくても法律的にはいいようになっております。シリコ

ンチップを洗った排水の中に乙の化学物質が入っているという乙とを見て

おります。そういう意味で環境庁が行った結果に対してどのように考えて

いるのか、その乙とをまずお聞かせ願いたいと思います。

。市長公室長(斎藤武男君} 有機溶剤の関係につきましては、環境規制

がないわけでございます。したがいまして、屈の環境庁におきましでも、

県の環境部におきましても、ょうやくプロジェクトチームをつくりまして

乙れらの関係については乙れから検討、調査をしていくんだ、

うな基本的な姿勢があるわけでございます。

いわゆる、いままで起きましたいろいろなケースを見ますと、地下水の

汚換という乙とであるわけでありますが、それが貯蔵タンクはよりますと

乙ろの、ひび割れによりますと乙ろの汚染lとよりまして起きているという

ような乙とがほとんどでございまして、乙の製造過程の申では全くないわ

けです。特に、乙れらの関係については専門業者が入りまして、密封した

状態の申で、タンクローリーの申で、慢出入をいたしますので外部位出な

い、そういうような厳しい取り扱いになっているわけであります。

02番(田沢勝信君) 外部lと出ないはずのものが出て、地下水を汚染し

ているわけであります。

そ乙で質問したわけですが、今回、半導体企業が周辺の井戸の調査なり、

あるいはまた環境庁なり、あるいはまた県なりが実際に半導体の周辺の地

そういうよ
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下水源などを調査したことがあるのかどうなのか。私はこれはないという

ふうに伺っております。なぜかと申しますと、排水基準もないわけでござ

います。 また、 乙こに国連の保健機構から出されている飲桝水の水質ガイ

ドライレがあります。 これを合わせて見ますと、先ほど私が申し上げたト

リクロルエタレ、ある L、はトリクロルヱチレン、テトラクロルエチレン

こういうものは飲料水の水質基準にも入っておりません。したがって、私

はいままで行政の中では半導体による汚染を実際は地下水を調べた事例が

ないと思うのであります。

そういう意味で、市長の方は公害はない、漏れるはずはない、 そういう

ことをおっしゃいますが、実際lζ 漏れておるわけでございますから、

辺調査があったのかないのか、その事実に基づいてお答え願います。

そ、の

。市長公室長(斎藤武男君) これは 58年の 12月に兵庫県太子町のケ

ースでございますが、 乙乙で地下水の汚染物質が一一一いわゆる先ほどのお

話のトリクロルエチレン、 乙れが地下水から出てきたというようなお話が

ございまして、私の方で調べてみたわけですが、乙こでは東芝トランジス

タ工場lζ 関する事故ではなかろうかというような乙とで、町と工場といろ

いろ調査をしたわけでございますが、いずれも、町も企業の方も、 100 

%うちの工場から出たものではないという乙とを両方が確認をしているわ

けでございます。

と申しますのは、 乙の付近にクリーニング屋さんがございます。 それか

ら、時計の製造工場がございまして、 それらもやはり洗剤用にそれらの薬

を使っておったという乙とでございまして、 その責任がど乙だというよう

な乙とで、必ずしも東芝トランジスタ工場から出たものではないだろうと

いうことで、町も企業もそういうことで認めているわけでございますが、

最近非常にいろいろな面で乙ういう劇物が使われている乙とは事実でござ

いまして、先ほどから申し上げますように、特lζ 乙の先端産業につきまし

ては厳重に監視告していきたい、乙のように考えております。

02番(田沢勝信君) 厳重に監視をしていくという乙とでありますから、

その乙とは期待し kいと思います。

次lζ 、先ほど市長さんから乙の工場と公害防止協定を結んでやっていく、

そのようなお話がありました。午前中の議論と重複するかもしれませんが、
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重大な問題でございますので、あえて御確認をしたいと思います。

この公害防止協定の中に、いま排水基準、あるいはもっと言いますと、

飲斜水等含めた基準を市独自として入れて検討して、公害防止協定を結ぶ、

そのようなお考えはないのかどうなのかお聞かせ願います。

。市長(半津良一君) 乙の問題については、今後県のいろいろな指導も

ございますし、それから今後煮詰めなければいけない問題がたくさんある

わけでございますので、今後検討いたしたいと思いますが一一一そういうふ

うに御理解をいただきたいと思います。

02番(田沢勝信君) 午前中も議論がありましたので、重複は避けたい

と思いますが、私はやはり頗序が逆だというふうに考えざるを得ません。

住民が現に根拠のある不安を持っているわけですから、宅地開発事前協議

書というものはまさにこうした住民の不安に乙たえていくその一つの武器

であるというふうに私は考えるのであります。乙れをいとも簡単に了解し

て、県民上がっていくという乙とを私も伺っております。

その乙とを指摘いたしまして、その件lと闘しましてもう一点御質問をい

たします。事前協議書はいつ工場に対して了解を出したのか。まずその日

にちから確認しておきたいと思います。

。市長公室長{斎藤武男君) 宅地等の開発事前協議書の関係でございま

すが、 6月の 6日lζ提出されまして、 8日lと安房支庁を通じまして県の方

に送付しでございます。

ただ、乙の中で「いとも簡単に」という乙とでございますが、そういう

乙とではございませんで、環境衛生上の問題、それから水源、排出等の問

題については、今後一切公害の起乙らないというような意見書も付けまし

て、乙れを県の方lζ送付いたしまして、県サイドでも乙れらについては十

分調査をしていただきたいという乙とを申し添えであります。

02番(田沢勝信君) 乙の事前協議書を、私は、実は市民iζ公表すべき

じゃないか。先ほどのお話の申でも環境アセスの問題が乙の申に入ってい

る、そういう乙ともありましたので、市民lζ公表して少なくとも不安を解

消すべきだ、そういう要望を含めて問い合わせた乙とがあるんですが、そ

のときは種々の企業の秘密項目もある、そういう可能性もある、相手のあ

る乙とだ、しかも法的にも公表していいのかどうなのか検討をしてみたい、
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そういう話をしていたんです。と乙ろがこの事前協議書の内容はとうとう

全員協議会まで明らかにされませんでした。

ぞ乙で、伺いたいと思うんですが、巷の話によりますと、乙の企業は来

年 3月まで工場を完成させて 5月には撮業したい、そういう乙とを逆算い

たしますと、 6月の早い時点までに少なくとも市の事前協議は通っておか

なければ生産ができないだろう、そういうことが言われております。また

これも巷の話でありますが、市lと対して事前協議書を 6月 15日あたりま

でに了解しなければとの計画はなしにする、そのような話が会社からあっ

たというような話も巷で伺いました。そのような乙とは決してないと思い

ますが、どうなのか。

少なくとも、私は乙の最先端の企業の条件は非常lζ 競争が厳しいですか

ら、私は住民の不安をなくするその乙とを優先するよりも、むしろ企業を

いかに早く篇争に見合って建てるか、そのような条件を優先させて事前協

議書を早く了解したのではないかというふうに考えております。その辺を

含めて市長の見解をお聞かせ願いたいと思います。

。市長(半揮良一君} 宅地開発の許可は、乙れは知事が与えるものでご

ざいまして、私どもの方としては早く活動してもよろしい、副申をつけた

わけでとぎいます。そのときに絶対に、ただいま公室長申し上げましたよ

うに水の問題、公害の問題、地域住民に迷惑を、悪影響を及ぼすようなと

とは一切ないととという付帯条件を付けたわけです。そういう意味で、県

といろいろ協議をしているわけでございます。私どもの考え方も申し上げ

ますし、県の考え方も出しまして、そうして絶対化、私どもの付帯条件と

いたしました、絶対に公害が起乙らないという付帯条件を満たしてくれる

という乙とが知事の許可の条件lとしてあるわけですから、その点を今後と

も監視をしていきたい、協議をしていきたいというふうに考えておるわけ

でございます。

ぞれから、なお 15日までに事前協議を出さなければ進出を取りやめる

といったというような話をおうしゃったように思いますけれども、そうい

う事実は絶対にございません。決して開発を急ぐために市が簡単に事前協

議の副申を付けて提出をしたという乙とはありません。

02番{田沢勝信君) 続きまして、同じ件につきましでもう 1点だけ不
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明な点がございますので、明らかにさせていただきたいと思います。

当初、私たちは乙のエヌ・ヱム・ピー・セミコンダクターという企業が

実は 25 6 Kピット乙の生産にあたりまして技術を持っていないためにア

メリカのある会社と技術提携をして生産を行うんだ、そのようなお話を伺

っておりました。そのようなことを前提にいたしまして議論争してきたつ

もりでございます。と乙ろが、最近の新聞によりますと、乙の技術提携先

がイギリスの会社だという乙とを明らかにしております。

しかも、市民はある意味では公害の問題、水道の問題の不安を持ちなが

らも雇用の拡大については期待を持っているかというふうに考えます。と

ころが、乙の新聞を見ますと 25 6 Kピットの完成品を生産するのではな

くて、チップを生産し、そのうちの一部はイギリスで組み立てをする、そ

ういうように報道をされております。

私は、全員協議会の場で一一あそ乙にたしか会社の取締役きんですか、

だと思うんですが、一貫生産をするようなお話をしておりました。ある意

味では質問された方もそのような組み立てやまたは検査の関連した企業が

できるのではないか、そういう期待を持っていたかと思うんであります。

その乙とに対しては一貫生産をやるんだ、下請は持たないんだ、そのよう

なお話でありました。

と乙ろが、新聞を見ますと、何か組み立ての半分ぐらいはイギリスでや

るんだ、そのように書いてあります。ある意味では雇用を期待した方々に

対しては大変な裏切りではないか、そのように思うわけであります。乙の

件lζ 関しまして市長さんのお考えなりをお関かせ願いたいというふうに思

います。

。市長{半淳良一君) 新聞は確かに拝見いたしましたが、それが事実で

あるかどうかはまだ確認いたしておりませんので、御答弁いたしかねます。

02番(田沢勝信君) まだ確認していないそうですが、もし事実であれ

ばどのようにしますか。

館山で組み立てを含めた一貫生産をしてくれ一一「全員協議会に対してそ

のように言っているわけでありますから、そのようにやってくれと、その

ように市長として申し上げますか。

0市長(半揮良一君) 新聞報道のとおりだとした場合に、特に雇用問題
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にどう影響するかということが大きな問題だと思います。その具体的な内

容を聞いてから考えたいと思います。

02番(田沢勝信君) あまりよくわかりませんが、私が言っているのは、

少なくとも全員協議会の場で会社の方針といたしまして下請は行わないで

一貫生産金行う人だ、そのような説明があったわけです。そういう意味で

私たちも議論をしてきたつもりです。

と乙ろが、新聞報道によりますと、組み立て等の半分についてはイギリ

スでやるんだ、そのように報道されているわけです。もし乙れが事実であ

れば全員協議会に対して大変無礼な答弁を行っているというふうに思わざ

るを得ないわけであります。そういう意味で市長さんの意見を鹿いている

わけであります。

。市長(半津良一君) ちょっと一貫生産lと対する考え方が、あるいは下

請に出す、出さないという乙との考え方が違うんじゃないでしょうか。あ

のときの御質問は、乙の工場でつくって、下請を乙の近所のいわゆる協力

工場に頼んでやる乙とがあるかないかという御質問であったわけです。そ

ういう乙とはしませんという乙とだった。そういう意味で今回の報道は正

しいとすれば一一一イギリスへ持って行くんですか、という乙とですから、

工場自体の生産には変わりはないというふうに考えております。

02番(田沢勝信君) 理解の違いだそうですから……。

普通、考えるならば、半導体の工場の回りには関連会社があります。本

工場がチップの生産をする、そうして関連会社で組み立てや検査を行う、

そういう乙とを私たちはよく見ます。下請でやるとは、具体的lと、私たち

は常識的にはそういうふうに考えております。ぞれ以外のたとえば輸送す

るとか、梱包をするとか、あるいは警備員を雇うとか、そういう乙ともあ

りましょうが、具体的lζ下請でやるというふうな乙とでございますと、組

み立てや検査というふうに考えるのが常識ではないだろうか、そういうふ

うに考えておりますので、あえて質問したわけでございます。

ただいま、市長は何かそのような理解で質問していないんではないかと

いうお話がありましたが、乙の辺になりますと、理解の違いになりますの

で、乙の問題については乙乙で打ち切っておきたいと思います。

それと、最後にもう 1点だけ確認をしておきたいと思います。
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乙の 25 6 Kの生産は大変

目立の半導体の

私どもよく半導体の企業から話を聞くわけでありますが、日本lζ は日本

電気、東芝、目立、三菱電気、そして沖電気が乙としから 25 6 Kピッ

の生産lζ入るというふうにいわれております。

競争が厳しいというふうにいわれております。たとえば、

ぞれぐ2 5 6 Kを見ますと、減価償却がなんと 3年を計画しております。

らい競争が厳しいわけであります。

私が、乙乙で危棋の念を持つのが 1点だけございます。 ぞれは果たして

乙のエヌ・ヱム・ピー・セミコンダクターが本当tζ館山lζ 来て、いま私た

ちに明らかにしている 25 6 Kを生産するのかどうなのか、きわめて私は

疑問を持っております。そういう意味で、これは私一人の疑問かもわかり

ませんが、もし乙の会社が、いわゆる議会や市民に説明したとおり最も最

先端という 25 6 Kの生産でなくて、その下の 64 Kの生産であったとい

う乙とになれば私は大変な問題があろうかと思っております。生産寿命も
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きわめて短いからであります。

そういう意味で質問を申し上げるわけでありますが、宅地造成の事前協

議なり、あるいは乙れからさまざまな書類が県に上がるかと思いますが、

とりあえず市が事前協議した宅地造成に関する協議書、乙の申lζ土地の取

得面積は入っていると思うんですが、もし公表されている 25 6 Kピッ

の生産でない場合、乙れは取り消されるのかどうなのか、そ乙をまずはっ

きりさしてもらいたい。あるいは、工場が土地の買収に入るかと思うわけ

でありますが、 25 6 Kピットでなければその乙とも許可しない、そのよ

うなお考えはないのかどうなのか、その乙とを 1点だけお聞かせ願いたい

ト

そんな乙とはない、

そして乙の仕事を推進してい

と思います。

O市長(半海良一君) 田沢さん、あんまり人を疑ってかかつては仕事は

何もできないじゃありませんか。私は、

トを生産するというふうに確信をいたして、

2 5 6 Kピッ

るわけでございます。

02番(田沢勝信君) 疑っているから、私が質問申し上げているわけで

はないんであって、もし乙れが 25 6 Kピットではなくて、 64 Kピット

でありますと、非常に会社の寿命は短い、そのように考えるからあえて言

うわけであります。本当にそういうふうに確信を持っておられるのであれ

j
f
j
d
t
i
t
i
s
重

-7 7 -



ばそれで結構でございます。

そういう意味できちんと答えていただきたいと思いますが、乙れが 25 

6 Kピットでない場合lζ市長はどういうふうにされるのか、その乙とだけ

きちんとお答えを願いたいというふうに思います。

。市長(半海良一君) 2 5 6 Kピットを生産すると確信しておりますの

で、それ以外の場合は考えた乙とはございません。

02番(田沢勝信君) それ以外は考えていないという乙とでありますの

で、ある意味では私ども余計lζ 不安を持つわけでございます。乙の点tと関

しましては、もし本当に館山において生産するとする場合、 25 6 Kピッ

トであると市長も確認をしてくれという乙とを議会の場で確認をいたしま

して私の質問を終わりたいというふうに思います。

0謀長{石井 正君} 以上で 2番議員君の質問を終わります。

以上で通告者による一般質問を終わります。

散 会午後 2時 40分

。議長{石井 正君) 本日の会議は乙れにて散会といたします。

次会は明 6月 26日午前 10時開会とし、その議事は各議案の審議とい

たします。

。本日の会議tζ付した事件

1 行政一般通告質問
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